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このパンフレットは、2008年（平成20年）～2009年（平成21年）に名古屋、大阪、
仙台で開催した「企業の社会的責任と人権」セミナーを元に作成したものです。

日　時／2008年11月26日（水）13：20～17：00
会　場／名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
基調講演
CSRの考え方と「企業と人権」
梅田徹
事例発表①
ケータイ事業の本業をふまえた社会貢献活動と人権啓発
株式会社NTTドコモ　東海支社
事例発表②
社員一人ひとりに根付く、真のCRSを目指して
株式会社デンソー
事例発表③
企業における多文化共生活動
ヤマハ発動機株式会社　IMカンパニー
パネルディスカッション

日　時／2008年12月17日（水）13：20～17：00
会　場／ドーンセンター（大阪府大阪市）
基調講演
CSRと人権で会社が変わる
田中宏司
事例発表①
すべては、女性のため…から始まりました
エイボン・プロダクツ株式会社
事例発表②
障害者雇用と人権啓発の取り組み
オムロン株式会社
事例発表③
家庭との両立支援への取り組み
株式会社プロアシスト
パネルディスカッション

日　時／2009年1月20日（火）13：00～16：40
会　場／メルパルク仙台（宮城県仙台市）
基調講演
CSRの考え方と「企業と人権」
池田耕一
事例発表①
地元仙台における「等身大の地域貢献」
イートス株式会社
事例発表②
障害者雇用で恩返し
株式会社大谷
事例発表③
「人間尊重」を土台に、“独りよがりにならないCSR”の推進
凸版印刷株式会社
パネルディスカッション
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はじめに 目次
　このセミナーは、経済産業省中小企業庁の人権啓発事業のひとつと
して平成14年度に「企業と人権セミナー」としてスタートしました。
平成16年度からはテーマを「『企業の社会的責任と人権』セミナー」と
し、毎年、主要都市2～3箇所で開催、昨年度（平成20年度）は、名古屋、
大阪、仙台で開催されました。
　経済産業省における人権啓発の取り組みは、「人権教育及び人権啓
発の推進に関する法律」（人権教育・啓発推進法）に基づき、平成14年
に策定された「人権教育・啓発に関する基本計画」の中で経済産業省が
取り組むべき施策として、経済界、産業界に対する人権啓発の実施が
盛り込まれたことを背景としています。これを受け、経済産業省中小
企業庁では、企業の抱える人権にかかわる諸問題について、さまざま
な角度からテーマを発掘してセミナーの開催や、パンフレットの作
成・配布等による人権啓発事業を行っています。
　近年の人権問題は同和問題をはじめとして、女性や障害のある
人、高齢者、国際的な人権問題等さまざまな問題が生じています。
また、企業活動が社会に及ぼす影響は非常に大きいものとなってい
る一方で、食品偽装問題や情報漏洩問題など、企業による不祥事も
発生しています。このような状況の中、企業活動のあらゆる面で人
権に配慮する取り組みが重要となってきており、企業が社会の一員
として、社会に果たすべき責任、企業の社会的責任（CSR：
Corporate Social Responsibility）の重要性はより一層高まってき
ています。
　本パンフレットを、みなさまの人権啓発及び企業の社会的責任
（CSR）の取り組みの一層の推進にお役立ていただければ幸いです。

 4 ■基調講演（名古屋会場）
  CSRの考え方と「企業と人権」
  梅田　徹（麗澤大学教授・企業倫理研究センター副センター長）

  ■企業における事例発表
 6 Case Study❶事例発表　株式会社ＮＴＴドコモ　東海支社
  ケータイ事業の本業をふまえた社会貢献活動と人権啓発
 8 Case Study❷事例発表　株式会社デンソ－
  社員一人ひとりに根付く、真のCSRを目指して
10 Case Study❸事例発表　ヤマハ発動機株式会社　ＩＭカンパニー
  企業における多文化共生活動
12 ■名古屋パネルディスカッション
  CSRとして人権に取り組む視点を、社内・国内・世界へと広げよう

14 ■基調講演（大阪会場）
  CSRと人権で社会が変わる
  田中　宏司（東京交通短期大学学長・教授）

  ■企業における事例発表
16 Case Study❹事例発表　エイボン・プロダクツ株式会社
  すべては、女性のため…から始まりました
18 Case Study❺事例発表　オムロン株式会社
  障害者雇用と人権啓発の取り組み
20 Case Study❻事例発表　株式会社プロアシスト
  家庭との両立支援への取り組み
22 ■大阪パネルディスカッション
  明確な経営理念やビジョンを確立しCSRを核とした企業経営を

24 ■基調講演（仙台会場）
  CSRの考え方と「企業と人権」
  池田　耕一（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授）

  ■企業における事例発表
26 Case Study❼事例発表　イートス株式会社
  地元仙台における「等身大の地域貢献」
28 Case Study❽事例発表　株式会社大谷
  障害者雇用で恩返し
30 Case Study❾事例発表　凸版印刷株式会社
  「人間尊重」を土台に、“独りよがりにならないCSR”の推進
32 ■仙台パネルディスカッション
  今後はCSRや人権教育がいかに社内に浸透しているかが問われる

34 ■セミナー参加者の声
  ■過去のセミナー概要パンフレット
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梅田　徹　UMEDA Toru

名古屋会場　基調講演

CSRの考え方と「企業と人権」
社会的価値を生み出す
CSRと人権をめざし
ポジティブに取り組もう

麗澤大学教授・企業倫理研究センター副センター長

　2002（平成14）年に日本の新聞で
初めて「CSR」という文字が使われ
てから今日まで、CSRは企業の社会
的責任という言葉に置き換わって使
われ、定着しつつあるように感じま
す。しかし、一方で、CSRの定義や
解釈は未だに定まっていない現状で
す。そこで、CSRというのは何なの
かということについて、皆さまに私
なりの問題提起をさせていただくと
同時に、私なりの解釈を提示したい
と思います。

　2007（平成19）年に出版された、
『暴走する資本主義』という書籍の中
で、著者であるアメリカの経済学者
のロバート・ライシュは、「企業は、
自社のメリットになる範囲でしか
CSRには取り組まないのだから、こ
れを評価することはできない、企業
は問題を自発的に解決することはで
きないのだ」という趣旨を述べてい
ます。果たしてそうでしょうか。私
は、ライシュのCSRの捉え方には
CSR観、企業観、株主観・消費者観
において、問題点があると思います。
　CSR観ですが、私はCSRには三
つの柱があると考えております。
　一つ目に、本業で、その企業が得
意としている分野で社会に貢献して
いくという柱。二つ目が社会に迷惑
をかけないという柱。三つ目が、社
会的問題の解決に取り組むという柱
です。
　つまり、ライシュが捉えている
CSRは、企業が「寄付金を出す」と
いうくらいの認識ですが、実際には

CSRを広く捉える必要があると申
し上げたいのです。
　次に、企業観についてみていきた
いと思います。
　ここで、わたしが提示したいのは、
企業の理想像の二つのモデルです。
一つが「株主利益最大化企業モデル」、
もう一つが「社会的責任企業モデル」
というものです。
　簡単に言うと、前者の見解は、会
社は株主のものであるという考え方
であり、後者は、会社は株主だけの
ものではなく、従業員のものであ
り、経営者のものであり、コミュニ
ティーのものであるという考え方で
す。
　この２つのモデルの最大の違いは、
以下の点です。いろいろな社会貢献
活動を展開したり、コンプライアン
スにも力を入れたりすると、そこに
経費が発生したり、障害者を雇用す
ると、若干、効率が低下したりとい
う側面が見られます。「株主利益最大
化企業モデル」では、それは短期的
には「損失」であると判断され、「社
会的責任企業モデル」では、犠牲は
社会から評価される限り長期的に見
て利益（ベネフィット）になると考え
ます。「株主利益最大化企業モデル」
のような考え方ですと、株主の価値
を最大化する企業像が理想なので、
CSRも短期的には損失であると考
えられてしまうのです。
　株主観・消費者観ですが、ライ
シュは消費者というのは安物買いを
し、株主は最大限のリターンを追求
するという一面的な理解です。しか
し、実際の消費者というのは、ある

場合には労働者であり、そして市民
であるという側面を持ちます。です
から、場合によっては、われわれ消
費者は遠い開発途上国の生産者のこ
とを考えて、多少高くても買うとい
うような、非合理的行動をすること
もあるのです。株主についても同様
に一筋縄ではいきません。
　ライシュの最大の問題は、実際に
多くの企業がCSRに力を入れてい
て、いろいろな取り組みをしている
という事実を評価していないという
ことです。一企業のほんの小さな
CSR活動であっても、いろいろな企
業が同じような取り組みをすること
によって、社会を少しずつ変え、改
善していくことができるというふう
に私は思うのです。

　では、近年、なぜ多くの企業が
CSR活動に取り組むようになった
のでしょうか。
　CSRが社会に浸透し、社会が純粋
にCSR活動自体を評価するように
なり、その活動を評価する機関も出
現してきました。そこで、企業から
社会へCSRについてのいろいろな
情報をアピールする機会が増えたと
いうことが言えます。
　また、自社の製品やサービスでは
なく、CSR活動そのものを広告する
という企業イメージアップを図る宣
伝活動もみられるようになってきま
た。
　さらに、コーズ・リレーテッド・
マーケティングという考え方もあり
ます。例えば企業が売り上げの一部
をNGO等に寄付することを通じて、
販売促進やブランドイメージの向上
を期待するもので、最近注目される
ようになってきました。
　このように、社会的にも関心が高
まりつつあるCSRですが、企業とし
ては、「社会から評価されるから」取
り組むという側面だけでなく「社会

CSR観の三つの柱

評価されるCSRから、
価値を生み出すCSRへ
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的価値を生み出す」という側面から
取り組むべきでしょう。
　「社会的価値」という言葉は、ソー
シャル・エンタープライズ（社会的
企業）の文脈でよく使われるように
なってきました。これらの企業は儲
けではなく社会的な価値、すなわち
生活や環境の質の改善、社会的弱者
の支援、精神的・心理的な満足、充
実感、社会的インフラ整備への貢献
をミッションにしています。一般的
な企業であっても、本来企業活動と
いうのは、われわれの生活の質の向
上、住みやすい世の中を作ることに
貢献している側面があるわけです。
こうした、社会的価値の創造という
ことがCSR活動の目的になるべき
であると私は思います。社会に対し
て何らかの価値を生み出すという動
機付けが大切なのです。

　次に、「企業と人権」のお話をした
いと思います。国際的な人権基準と
して、明文化されているものはいく
つかありますが、その中でも 60年
前に採択されて、今でも非常に重要
な文書として参照されているのが

「世界人権宣言」です。
　また、企業を対象にしたものにつ
いては、2000（平成12）年に改定さ
れた「多国籍企業行動指針」があり
ます。これは、経済協力開発機構

（OECD）加盟国及びこれを支持する
諸国において事業を行う多国籍企業、
あるいはOECD加盟国及び指針を支
持する諸国出身の多国籍企業に対す
る、社会的責任を求める指針であり、
OECD加盟国内外の諸国において任
意で遵守されています。
　さらに、国連の人権促進保護小委
員会というところで「人権に関する
多国籍およびその他の企業の責任に
ついての規範」というものが、草案
の段階ですが公表されております。
　さらに、クローバルコンパクトと
いう、当時のアナン国連事務総長が

提唱し、2000（平成12）年にニュー
ヨークの国連本部で正式に発足した
機構があります。人権、労働、環境、
腐敗防止の4分野における10原則を
支持していこうというものです。現
在、日本では95社が、世界全体で
は7000を超す団体がグローバルコ
ンパクトに参加をしています。
　このようなさまざまな人権基準を
もとにして、実際に、企業とNGO、 
あるいは企業と政府が一緒になり、
実際の企業が人権の基準に沿った行
動をしているかどうかチェックする
動きが2000（平成12）年以降、特に
欧米を中心に進んできています。企
業の人権政策・行動評価の動きとし
ては、人権だけではなく、腐敗防止、
賄賂の禁止、政治献金のあり方とい
うようなものもチェック項目として
上がってきています。

　さて、これらの人権のチェック機
構の現在の取り組みは、いずれも、
機構が人権の基準に反していないか
どうかをチェックするという、どち
らかというと、ネガティブなアプ
ローチにとどまっているように思い
ます。企業は、もっと人権に対しポ
ジティブに積極的にアプローチする
ことがあってもよいのではないで
しょうか。
　例えば、フェアトレードという考
え方があります。フェアトレード
コーヒーとかフェアトレードチョコ
レートが有名ですが、生産者に正当
な対価を支払うための価格を上乗せ

することで、先進国の消費者が発展
途上国の生産者に貢献することがで
きます。ほかにも貧困問題とか、途
上国の開発に貢献するというような
運動も日本企業としてもできるはず
です。
　また、ホームレスの問題、ワーキ
ングプア、二ート、少子化というよ
うな社会的な問題も、今後は、政府
が解決すべき問題というよりは、も
はや政府だけではなくて、企業も加
わった形で問題解決に貢献するとい
う姿勢で取り組んでいくべきではな
いかと考えます。
　そういうものをCSRの課題、しか
も人権の課題として、取り込んでは
どうだろうかということなのです。
　最後に、外国人研修制度について
ちょっと触れたいと思います。昨今、
外国人研修制度が非常に大きな問題
になり、現在、厚生労働省を中心に
見直しが行われています。本来、外
国人研修生は日本で技能を習得させ、
本国に帰り、その技術を生かして自
国の発展に貢献するというためのも
のであり、外国人研修制度の成功が
日本の国際貢献につながるというこ
とだったわけです。しかし、実際に
は人権侵害のようなことも多発して
いるようです。企業も外国人研修生・
技能生の受け入れはCSRだという
意識を持ち、取り組み、社会もそれ
を評価していくことが、必要だと思
います。
　以上、企業の社会的責任と人権に
ついての、私からの一つの問題提起
とさせていただきました。

企業と国際的な人権基準

人権問題に対してさらに
ポジティブな取り組みを
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6 APPROACH

Case Study　　事例発表

ケータイ事業の本業をふまえた
社会貢献活動と人権啓発

「安心・安全なコミュニケーション」、「人と地球のコミュニケー
ション」、「人と社会のコミュニケーション」、「チームＮＴＴのコ
ミュニケーション」という４つの柱を軸に、地域コミュニティ
に根ざした人権啓発活動を展開

名波龍弘　NANAMI　Tatsuhiro

株式会社NTTドコモ
東海支社
総務部コンプライアンス推進担当課長

株式会社　NTTドコモ

　当社は、日本電信電話株式会社の
移動体通信業務から分離し、新たに
ＮＴＴドコモとして独立した関係で、
ＮＴＴのCSR憲章を受け継いでい
ます。コミュニケーションを通じて、
人と社会と地球がつながる安心で安

全な豊かな社会の実現を目指し、「人
と社会」、「人と地球」、「安心で安全」、

「チームＮＴＴ」のコミュニケーショ
ンという４つの柱でCSRを進めて
います。
　また、「人と社会の絆

きずな

を深める」こ
とと、「持続可能な社会創造のために
貢献する」ことで、ステークホルダー
と非常に関係の深い「お客さま」、「社
会」、「環 境」、「経 営」、「社 員」、「取 引
先」、という6つの領域でのCSR活
動に取り組んでいます。

　お客様の「安心」と「安全」に対する
具体的な取り組みの一つ目に「緊急
エリアメール」があります。2008

（平成20）年から、災害時や地震が
起きた際の、気象庁が配信する緊急
速報や、国や地方公共団体が配信す
る災害・避難情報を、対象エリアに
いるお客様にエリアメールという形
でサービスするものです。
　二つ目が「青少年のためのフィル
タリング対策」と「ケータイ安全教
室」です。青少年に安心して携帯電

話を持たせられるよう、出会い系サ
イトや有害サイトなどへのアクセス
を制限することができます。制限
するサイトのレベルによって「iモー
ドフィルタ」や、「キッズiモードフィ
ルタ」を準備し、アダルト系サイト、
出会い系サイト、ギャンブルなどか
ら、青少年を保護するものです。
　また、携帯電話が生活のあらゆる
シーンで利用されるようになり、学
校や家庭などでは「安心・安全な使
い方」や「使用方法に関するモラルや
マナー」が大きな関心事になってい
ます。そこで、「ケータイ安全教室」
では、使用方法のモラルやマナー、
出会い系サイトにはまったときの対
処法、ブログで人権侵害をされない
ための対策などを、小学校・中学校・
高等学校および地域コミュニティに
講師を派遣して、保護者と子ども、
両方のケータイの安全で安心な使い
方の啓発をしています。
　三つ目が「ケータイのリサイクル
を通じた積立」です。当社では、ハー
ティファンドというネーミングで、
使用済みのケータイをリサイクルす
るために、ケータイの契約解消時に、

「安心と安全」の啓発と、
「環境と社会」貢献に注力

1

CSRへの姿勢

●ドコモのCSRメッセージ

人と社会のコミュニケーション

人と地球のコミュニケーション

安心安全なコミュニケーション
チームNTTのコミュニケーション

お客さま
ＣＳ、

ユニバーサルデザイン
製品・サービス品質

社　会
安心・安全
災害対策
社会貢献

環　境
ネットワーク設備
お客さまチャネル
マネジメント

取引先
調達社　員

ダイバシティ
人材育成

経　営
ガバナンス、

コンプライアンス
情報セキュリティ

CSR
6つの領域
CSR

6つの領域

人と人、人と社会の絆をふかめ、新しい
明日への扉をひらきます。
持続可能な社会の発展に貢献します。

●ＮＴＴグループのCSR憲章
コミュニケーションを通じて、人と社会と地球がつながる
安心・安全で豊かな社会の実現に貢献します。
CSRテーマCSRテーマ

職場での人権啓発研修

本　　社　東京都千代田区永田町2丁目
　　　　　11番1号 山王パークタワー
代　表　者　山田隆持
創　　立　1991（平成3）年
資　本　金　9,496億円
従業員数　21,831名（2009年3月31日現在）

事業内容　携帯電話事業　携帯電話
（FOMA）サービス、携帯電
話（mova）サービス、パケッ
ト通信サービス、国際電話
サービス、衛星電話サービ
ス、各サービスの端末機器
販売　など

　　　　　その他事業　クレジットビ
ジネス、無線LANサービス、
IP電話サービス　など

ＵＲＬ　http://www.nttdocomo.co.jp/
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ケータイ安全教室
ケータイの安心安全な使
い方、使う上でのルール
やマナーを学びます。

7APPROACH

1台回収リサイクルに協力いただく
ごとに、ドコモが10円を積み立て、
それをハーティファンドとし、福祉
団体に寄付しています。毎年、東海
地区だけで約500万円が積み立てら
れ、それを財団法人中部盲導犬協会
とか、社団法人愛知県聴覚障害者協
会に寄付しています。
　四つ目は、災害対策です。大災害
のときこそケータイがつながらなけ
れば意味がなく、不安をあおります。
1998（平成10）年、災害対策基本法
に基づき、ドコモも指定公共機関に
指定され、なるべく強い通信ネット
ワークをつくり、重要通信の確保、
早い復旧に備えています。また、大
災害になったときの電源や電波の確
保、衛星携帯電話機の準備もしてい
ます。
　また、地域での取り組みの１つと
して、ＮＴＴグループ東海少年剣道
大会を主催し、小学生以下の東海４
県の子どもたちを集めて、毎年、剣
道大会も開催しています。

　東海支社での人権啓発の取り組み
としては、「高い倫理観」を持ち、「お
客さまの人権尊重」、「良き企業市民」、

「人権と人格を尊重」という言葉に象
徴されるように、厳格に取り組んで
もらうための人権啓発の事務処理要
領を定めています。
　事務処理要領によると、東海支社
では、毎年１回の人権啓発研修を義
務づけています。事務局は、各職場
へ研修の支援やWEB研修を提供し
ています。経営陣に対する研修は、
社外の講師の方に依頼しています。
　東海支社内における人権啓発研修
は、たとえばニューズウィーク日本
版の『CSRで評価する世界の500社』
を参考に学習し合ったり、パワーハ
ラスメントの実態を学習したり、人
権侵害が起きた背景などを参加体験
型の研修で学んだり、ユニバーサル
デザインの商品をみんなで検証し
合ったりしています。

　社内研修時には関連のある音楽を
流したり、参加者の緊張を解きほぐ
す手法を取り入れ、堅苦しくならな
いよう心がけています。

　私どもは愛知同和問題企業連絡会
に加盟し、研修会を開いたり、企業
相互のスキルアップのためのグルー
プ活動をしたりしています。
　愛知同和問題企業連絡会は、企業
の立場で同和問題の解決のために活
動する団体で、現在は24社が加盟
しています。会員企業の社員各層に
対する研修会を主催したり、グルー
プ勉強会を開いたり、さまざまな行
事にも参加しています。
　また、愛知同和問題企業連絡会
として、ISO26000についての学
習 も 行 っ て い ま す。ISO26000
は、現在策定が進められている「社
会的責任」についての国際規格です。
ISO26000の7つの要素、「組織統治、
人権、労働慣行、環境、公正な事業
慣行、消費者課題、コミュニティ参
画・開発」等について現在学習して
います。
　このように私どもは、ケータイ事
業の本業をふまえたうえでの社会的
責任ということで、地域の連絡会と
協力し、連携し、人権啓発を高めて
いこうという活動をしています。

東海支社における
人権啓発研修

愛知同和問題企業連絡会
とともに活動

CSRへの姿勢

●ドコモのCSRメッセージ

人と社会のコミュニケーション

人と地球のコミュニケーション

安心安全なコミュニケーション
チームNTTのコミュニケーション

お客さま
ＣＳ、

ユニバーサルデザイン
製品・サービス品質

社　会
安心・安全
災害対策
社会貢献

環　境
ネットワーク設備
お客さまチャネル
マネジメント

取引先
調達社　員

ダイバシティ
人材育成

経　営
ガバナンス、

コンプライアンス
情報セキュリティ

CSR
6つの領域
CSR

6つの領域

人と人、人と社会の絆をふかめ、新しい
明日への扉をひらきます。
持続可能な社会の発展に貢献します。

●ＮＴＴグループのCSR憲章
コミュニケーションを通じて、人と社会と地球がつながる
安心・安全で豊かな社会の実現に貢献します。
CSRテーマCSRテーマ
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8 APPROACH

岩原明彦　IWAHARA Akihiko

株式会社　デンソー

Case Study　　事例発表

社員一人ひとりに根付く、
真のCSRを目指して

社員はCSRの受益者であり担い手であるということを念
頭に、社員一人ひとりがCSRを理解し、日常の中で少し
でも実践

株式会社デンソー
経営企画部
CSR推進室長

本　　社　愛知県刈谷市昭和町1-1
代　表　者　加藤宣明
創　　立　1949（昭和24）年
資　本　金　1,874億円（2009年3月31日現在）

従業員数　連結　118,853名
　　　　　単独　35,557名
事業内容　自動車部品の研究・開発・

生産
ＵＲＬ  http://www.denso.co.jp

　当社はトヨタ自動車から分離独立
してできた会社です。来年で60年
を迎え、近年は、売上、社員数、会
社数では、国内と海外比率は、多少
海外が多くなり、欧州と日本、北中
南米、豪亜という大きく４つのエ
リアでビジネスを展開しています。
全従業員数12万人、その約半数の
６万人が日本人社員です。製品はな

かなか目に触れることはないかもし
れませんが、基本的には、環境、安全、
快適、利便という４つのキーワード
のもと車の部品を作っています。

　私どもは、2001（平成13）年から
会社の中でCSRの研究会議を立ち
上げ、活動してきました。
　2001（平成13）年、経済同友会が
日本の団体として初めてCSRを定
義し、2002（平成14）年、日本にお
けるいわゆるCSR元年を経て、私ど
もは2006（平成18）年にCSR宣言と
いうのを行いました。私どもがCSR
宣言をするきっかけは、明らかにス
テークホルダーからのCSRを求め
る動きが拡大し、CSRに取り組むこ
とは企業の持続的発展の必須条件と
して要求されるようになったからで
す。
　例えば、「消費者・市民」、「取引先」、

「社員・学生」、「株主・投資家」など、

すべての動きが変わってきたという
ことが言えます。CSRについて学
んでいると必ず取り上げられるのが、
日本企業の海外の取引先工場での人
権問題についての話題です。あるグ
ローバル企業が、ベトナムの下請け
の工場で児童労働があり、ヨーロッ
パのNGOによりインターネットを
使って全世界に配信され、不買運動
につながったという例もあります。
　私どもがCSRに取り組むように
なったきっかけも、2002（平成14）
年ぐらいから、ヨーロッパの自動車
会社から、CSRの取り組み内容やガ
イドラインに関する問い合わせがき
たり、最近では、日本の大学の先生
や学生からCSRについてアンケー
トの回答を求められたりという、ス
テークホルダーの動きがありました。
　デンソーグループのCSRは、ス
テークホルダーの動きの変化に応じ、
このような動きを経営の中にどのよ
うに取り入れていくか、具体化して
いくかということで、活動が始まり

CSRへの取り組みの背景
と事業のグローバル化

2

●ポイント●評価レベル

対　話

説明責任

自己改善 情報発信
戦略的な発信

基礎的な発信

「知る」

「信頼」する

「ファン」になる
社員「いることを誇りに思う」
地域「いてほしいと望まれる」

・透明性
・公平性
・適時性

・訴求力
・一貫性
・双方向性

社会から信頼・共感される情報開示の推進

●開示レベル
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9APPROACH

ました。今後は、外からの圧力だけ
でなく、内発的な風土を持ち合わせ
ていく必要があると考えます。

　 当 社 のCSRの フ レ ー ム ワ ー ク
をご紹介したいと思います。まず、
2006（平成18）年にデンソーグルー
プ企業行動宣言を発表しました。行
動宣言では、環境・社会面での活動
内容を、環境保全、社会貢献、社
員尊重、コンプライアンス（法令遵
守）、お客様対応、調達、情報開示、
職場安全、メンタルヘルスの９つの
分野に設定し取り組むことにしまし
た。この９つの分野を選んだ理由は、
いろいろなCSRのガイドラインを
調べ、そのCSRのガイドラインとデ
ンソーグループの実態を比較し、で
きていることと、できていないこと
をセルフチェックし、強いところを
伸ばそうということで環境保全、社
会貢献、社員尊重の三つを戦略的課
題＝重点課題とし、その他の六つは、
CSRの基本と思われるものを取り
入れたのです。
　次に、具体的な取り組みですが、
私どもは、まず、本業を通じてCSR
をやっていくということを意識して
います。例えば、環境にやさしい製
品を作ることが、環境保全と社会貢
献につながるというように、重要課
題として取り組んでいます。
　また、社員尊重としては多くの取
り組むべきテーマがありますが、現
在、グローバルに共有するテーマと
して、多様な人材が活躍できる仕組
み作りというのを、最重要課題に掲
げ、日本においては、女性と高齢者
と障害者に絞って取り組んでいます。
　もう１つは、コンプライアンスの
問題です。ここは人権と非常にかか
わってくるわけなのですが、「企業倫
理ヘルプライン」という通報制度を
デンソー本体及びグループ会社さら
には仕入先にも周知にしています。

ということは、デンソーにビジネス
上かかわっている人たちは自由にこ
のヘルプラインが使えるという状況
になっているのです。

　CSRをやっていく上で忘れては
ならないのが情報開示です。情報を
発信し一方通行で終わるのではなく、
対話までも取り入れているのが、デ
ンソーの情報開示ツールです。特に
ステークホルダーダイアログという
取り組みは、一般公募で参加いただ
いた、さまざまなステークホルダー
の方から、広くご意見・ご提言をい
ただくというものです。このダイア
ログを通じ、社会の課題や当社への
期待、また、現状に足りないものは
何かについてご意見を伺い、いただ
いた意見は真摯に受け止め、今後の
CSR活動への反映に努め、更に信
頼・共感される企業行動の実践をめ
ざすものです。
　もう１つは、2006（平成18）年か
ら始めたものですが、年に５回・６
回、テーマを決めて、会社の中で
CSRフォーラムを開いています。環
境、社会貢献、防災、倫理、女性の
活躍。まずは社員にCSRという考え
方をきちっと理解してもらおうとい
う取り組みです。
　また、現在、5年、10年後の社員
の意識がどう変わったかを把握して

おきたいということで、本社の社員
の約1割にあたる4000人を対象に、
2006年（平成18）から、CSRの意識
調査を年１回行っています。

　CSRで大切なことは、会社の中だ
けの価値観ではなく、社会がどう変
わったかということをいかにタイム
リーに会社の行動に反映していくと
いうことだと感じます。
　二つ目に、結果もさることながら、
私はプロセスにおいて、今までとは
違う社会の視点を入れていくことが
大切だと感じます。
　三つ目に、ISO26000の草案が
約7年をかけて出来上がりつつあり
ますが、第三者認証を目的としない、
マネジメントプロセス規格ではない
という観点からも、まず規格自体と、
そして、策定のプロセスからみても、
企業等の自発性を非常に重要視して
いると感じます。CSRの本質は、自
発性、自由の上に成り立っていると
いうことをつくづく感じております。
　最後に、会社は個人の集合体です。
当社が責任を果たすためには、当社
の社員がいかにCSRを理解して実
践していくかということにかかって
くるのではないでしょうか。社員こ
そがCSRの受益者であると同時に
重要な担い手であるということを念
頭に置き、今後も啓発活動を継続し
ていこうと考えています。

CSRのフレームワークと
具体的取り組み

ダイアログやフォーラム
と多様な情報開示を実践

CSRの活動に携わってきて

●環境・社会面（９分野）

『デンソーグループ企業行動宣言』
　　　　　　　　　　　　̶06年4月宣言̶

CSR推進会議　　CSRリーダー

●経済面

●　商品

●　サービス

●　配当

●　納税

●　雇用

●　賃金

CSRのフレームワーク

①環境保全  　

②社会貢献  　 

③社員尊重

④コンプライアンス
⑤お客様対応
⑥調達  
⑦情報開示
⑧職場安全　　　  
⑨メンタルヘルス

【戦略的分野】 【基礎的分野】

方　針

活動内容

環境・
社会面

経済面
（業績）

推進体制
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石岡　修　ISHIOKA Osamu

ヤマハ発動機株式会社

Case Study　　事例発表

企業における多文化共生活動

社内コミュニケーションのための「日本語教室」が、従業
員の生活上の「問題解決訓練教室」、さらに「企業における
外国人の日本語教育のモデルケース」へと発展

ヤマハ発動機株式会社
IMカンパニー
事業推進部長

本　　社　静岡県磐田市新貝2500
代　表　者　梶川　隆
創　　立　1955（昭和30）年 
資　本　金 483億円（2007年12月期）

従業員数　連結会社 = 36,668人、
　　　　　単体 = 8,461人
事業内容　主として､ 二輪車、船外機、

船舶、ウォータービークル、
四輪バギー車、

　　　　　スノーモビル、自動車エン
ジン、産業用ロボットの製
造および販売、

　　　　　レジャー・レクリェーショ
ン施設の運営等

ＵＲＬ  http://www.yamaha-motor.co.jp
IMカンパニー　静岡県浜松市早出町882

　ヤマハ発動機株式会社は、オート
バイ、船舶、自動車エンジン、その
他、レジャー施設の運営等多岐にわ
たり事業展開しています。企業目的
は、「感動創造企業」。ヤマハのオー
トバイや船を使用した世界中の人々
に感動を与え、豊かな生活を提供す

るということを目的にしています。
　また、世界的な視野と基準で行動
し、社会的責任のグローバルな遂行
を理念のひとつとしています。
　私どものIMカンパニーはその中
で社内カンパニーとして、産業用の
ロボット、表面実装機、電動車いす
等の製造販売を行っている部門です。

　私どもの会社は、オートバイや楽
器などの製造業が盛んな静岡県浜松
市にあります。製造業に携わる外国
人、その中でも特に多いのが日系ブ
ラジル人です。本日お話しする多文
化共生活動も、この地域の特性に深
く関係した話です。
　IM事業の概要についてですが、
IMというのはインテリジェント・
マシナリーの略、産業用ロボットを
主な商品としています。当社の商品
は、サーフェスマウンターという電
子基板の上に微細な電子部品を搭載
していく機械や、小型組立ロボット、
電動車いすのユニットなどがありま

す。
　IMカンパニーでは、これらの主
商品を生産するにあたって、常時、
100 ～ 200名の外国人を雇い入れ
ており、ほとんどが日系ブラジル人
です。非常に高度で緻密な機械の組
み立てをしているので、日本人と外
国人労働者との間で、細部に及ぶコ
ミュニケーションが必須であると考
えています。
　そこで、社内では、特に日系ブラ
ジル人のための掲示物や、朝礼・ミー
ティングの内容や、作業手順書、い
わゆるマニュアル等をポルトガル語
に翻訳して、新人が入ってくるとこ
れを使用して指導していました。

　「日本語教室」を開催するに至った
経緯は、当初は企業の目的である「品
質の向上」「生産性向上」「安全性の確
保」のために、日本人と外国人のコ
ミュニケーションが必須であるとい
う企業主導の理由から始まりました。
しかし、2006（平成18）年末に外国

IM事業には日本人と
外国人との
コミュニケーションが必須

3

多文化共生に向けての
具体的取り組み

「日本語教室」の開催

ヤマハ発動機株式会社　IMカンパニー 工場内
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企業内日本語教室の位置づけ（あるべき姿）

企業内日本語教室のあるべき姿の条件

地域社会の
生活者

企業の
従業員

複数言語と
文化間の
移動者

企業の社会的
責任（CSR）と
生活支援

多文化・多言語社会における
豊かなコミュニケーション

企業の生産性
と品質の向上

①語学研修にとどまらず、日本語学習支
援の機能を有すること　　
②豊かなコミュニケーションが生まれる
もの
③生活習慣や文化摩擦で生じている
ギャップを埋めるもの

11APPROACH

人の労働者にアンケートをとった
結果、日本語を真剣に学びたいと考
えている外国人が非常に多く、また、
浜松という土地柄もあり、（財）浜松国
際交流協会が強力な後押しをしてく
れたことで、同協会のボランティア
講師をお呼びすることができ、実施
する運びとなりました。教室は週１
回、毎週水曜日の終業後に約90分
行い、費用はすべて会社で負担しま
した。クラスを初級、中級、上級の
３つに分けて、延べ12か月かけて
やっています。１期10回、４期40回
の教室をこれまでにやってきました。
　「日本語教室」上級クラスでは自主
的に漢字を勉強して漢字検定試験に
挑戦するための勉強会を行ったり、
対話形式で学べるようにゲストが参
加したり、ゲーム感覚で授業が行わ
れたり、というように生徒からの要
望を授業に取り込めるようになりま
した。
　やがて、生徒の方から緊急時の日
本語の訓練をしてほしいというリク
エストがあり、「病院での問診を想定
した授業」「火事や救急への対応訓
練」などが行われ、さらに、興味が
深まっていったようです。「自分の職
場・仕事を紹介する」「110番への通

報」「薬局での薬の買い
方」「ハンバーガー店で
の注文の仕方」などの
訓練が実施されました。

　授業の内容も、最初はテキスト
を使った文法中心の授業でしたが、
10回を1期として2期、3期と重ね
る中で、仕事から離れた、生徒の皆さ
んの生活に密着した日本語、特に生
徒の皆さんが困っていることを解決
するための授業に変わっていきまし
た。
　これは、言い換えると主催者側の
観点も、日本語教育の成果を、企
業の目的に直結するものから、副
次的な彼らの生活上の課題解決へ
と変化していったということです。
こういった、進化のメカニズムは
PDCA（計 画（plan）、実 行（do）、評
価（check）、改善（act））サイクルに
よって成果をその都度測定しながら
やってきたことにより、実現できた
のです。
　一方で、一連の当社の活動が各方
面で紹介され、「企業における外国人

の日本語教育のモデルケース」とい
うことで文化庁の委嘱を受け、浜松
国際交流協会、独立行政法人国語研
究所や有識者との共同事業へと展開
する運びとなりました。現在は、日
本語のカリキュラムやテキストの開
発を委ねられています。

　企業の中で行う日本語教育という
のは珍しいのですが、その目的を考
えると、単なる語学研修ではなく、
彼らの学習意欲を引き出すような機
能を持っているべきであり、単に日
本語の能力を身につけるだけでなく、
生活習慣や文化摩擦で生じている
ギャップを埋められるものであるべ
きではないでしょうか。
　それは、とりもなおさず、当社に
おいては、外国人従業員のための豊
かなコミュニケーションを実現する
ための研修であると同時に、企業の
生産性と品質の向上にも有効で、さ
らには、CSRとしても重要であると
考えます。
　私どもの多文化共生事業が今後ど
ういう展開になるのかということを
考えると、外国人との本当の意味で
の共生とは何かを考えたとき、日本
語を習得した上で、教育・雇用・労働・
収入の安定というように発展してゆ
けるものの実現だと考えています。

IMカンパニーの
「日本語教室」の
進化のメカニズム

「日本語教室」の
あるべき姿と
多文化共生事業の今後

外国人（韓国人）社員を招いての日本
語教室。日本に初めて来た時の不安
を話す
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梅田：皆さまからいくつか質問をいただ
いています。それでは、まず、デンソー
の岩原様「海外、特にアジアの製造子会
社に対するCSR教育、人権啓発をどの
ように行っていますか」とのご質問です。
よろしくお願いいたします。

岩原：CSR活動の展開を二段階で行っ
ています。まず、2006（平成18）年度か
ら国内のグループ会社に対して展開し、
2007（平成19）年度から海外に展開をし

梅田　徹
麗澤大学教授・企業倫理研
究センター
副センター長

●コーディネーター

名波龍弘
株式会社NTTドコモ　
東海支社　
総務部コンプライアンス推
進担当課長

●パネリスト

岩原明彦
株式会社デンソー　
経営企画部CSR推進室長

石岡　修
ヤマハ発動機株式会社
IMカンパニー　
事業推進部長
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パネルディスカッション　名古屋会場

CSRとして人権に取り組む視点を、
社内・国内・世界へと広げよう

ていきました。
　ご質問の子会社に対する教育・啓発と
いうことですが、まず、内容について、
グループ会社に出かけて行き、トップの
方に趣旨を説明しました。説明するだけ
ではなく参加してもらうということで、
内容に賛同し、これに基づく経営をやる
という約束のサインを全員からもらいま
した。
　さらに、社員一人ひとりがどういう行
動をしたらいいかという、社員行動指針
を作っています。これは、アメリカ、日
本、ヨーロッパ、アジアと四つの地域に
分けて作り、これをベースにして、全社
員に対して教育・啓発をやろうという計
画をしています。
　ご質問の「行っていますか」ということ
ではまだ行っていません。これから行う
という状況です。
梅田：今後は、実際に現地まで行き、教育・
人権・啓発を行うご計画ということです
ね。
岩原：さらに、教育を行った結果をモニ
タリングしなければいけないので、その
方法はヘルプラインを導入して行おうと
考えています。アメリカと日本は、ヘル
プラインの導入は終わっています。遅く
とも、2010（平成22）年までにヨーロッ
パやアジアにも、なんらかのかたちで導
入して、啓発の結果をモニタリングして
いく心積もりでいます。
梅田：ありがとうございます。では次に、
ヤマハ発動機の石岡様に、「外国人の集住
する地域においては地域住民との間でゴ
ミ出し問題などのトラブルが発生してい
るところがあります。貴社から地域社会
に対して、何か取り組んでおられること
はありますか」というご質問です。よろ
しくお願いします。
石岡：実は、ゴミの問題の苦情はありま
せんでしたが、騒音に対する苦情はあり
ました。例えば、金曜日とか土曜日の夜
に大騒ぎをして近隣にご迷惑をかけると
いうような苦情は過去に何回かいただい
たことがあります。
　何ができるかということなのですが、

われわれは彼らを直接採用しているわけ
ではない（派遣従業員としての雇用）ので
あまりできることはないのですが、一緒
に苦情のあったお宅へ謝りに行き、本人
には再発しないように注意をして、それ
を社内に持ち帰り、外国人従業員に限ら
ず、社員全員に、「こういうことがあった
けれど、二度と起こさないように」とい
う注意を徹底しています。地域社会に、
どういう働きかけができるかというとこ
ろは、まだわれわれとしては良い手だて
がありません。

梅田：デンソーの岩原様は、そのあたり
について、何かお考えをお持ちでしょう
か。
岩原：実は、先ほどご紹介をしましたス
テークホルダーダイアログというのを
行っているのですが、毎年この問題が参
加者から出てきます。「デンソーの工場の
前にはたくさんの外国人の方がみえるの
だけれども、デンソーは地域の課題とし
てそれをどう捉えているのか、何をして
いるのか、あるいは、これから何をして
いくのか」という、問いかけをいただき
ます。それに対して、デンソーはその方
たちを直接雇用していない（派遣従業員
としての雇用）ので、なかなかすぐには
お答えできません。そこで、行政と、Ｎ
ＰＯと企業が連携してやってく仕組みが
必要になってくるのだと思うのです。
　一つの例としては、2008（平成20）年
から始まったのですが、愛知県がエン
ジェル基金という日系の外国人の教育を
サポートする仕組みをつくられました。
デンソーもその基金の中に間接的ではあ
りますが参加をさせていただきました。
　もう一つは、日系ブラジル人の方たち
の生活を向上していこうということに取
り組んでいるNPOが地域にはたくさん
あり、そうしたNPOと連携をしてデン
ソーとしての役割を果たせないのかとい
うところを研究しています。

海外の子会社のCSR教育、
啓発の結果は
ヘルプラインの導入でモニタリング

NPOや行政との連携で
企業としての役割を模索中
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梅田：ありがとうございます。もう一点、
これもヤマハ発動機IMカンパニーに対
する質問ですが、「日本語教室は非常に面
白い話だった。テキスト作成には並々な
らぬ苦労があったと思うが、特にランク
分けをして作った場合、どのようにラン
ク分けをしたか」というご質問です。石
岡様よろしくお願いします。
石岡：事例報告では少し、説明を急ぎま
したので誤解をされたかもしれませんが、
現在行っている日本語教室のテキストを
われわれが作ったということではないの
です。当初、テキストを使った教室では
市販のテキストを使いましたので、初級、
中級、上級と教室を三つに分けました。
分ける方法は、面接をして、各個人の能
力やスキルに合わせてクラス分けをしま
した。
　もう一つ、テキスト作成の苦労という
ことですが、実は、文化庁の委嘱で、日
本語カリキュラム開発検討委員会という
のがありまして、今、作っている最中で
す。2009（平成21）年の３月ぐらいまで
に、アウトラインができるかと思います。
　これは、製造業で、外国人を雇ってい
る工場の日本語教育に焦点を当て、どの
ような業種、どのような会社でも使える
ような汎用性のあるテキストを作ろうと
いうものです。難しいテーマなのですが、
身近なところでいうと、安全と衛生、会
社のルールからゴミの捨て方や騒音で周
りに迷惑をかけないとか、そういった一
般的なルールまで、盛り込もうと考えて
います。その上で、当社がやってきたよ
うな、防災訓練とか、緊急電話のかけ方
とか、薬局での薬の買い方、バスや電車
の乗り方、銀行での対応の仕方とか、外
国人の労働者も交えて開発をしています。
梅田：ありがとうございます。先ほどの
お話を伺っていますと、ヤマハ発動機
IMカンパニーで派遣社員として働いて
いる日系ブラジル人の方に対して、特に
日本語教育を行われているわけですけれ
ども、派遣会社あるいは行政では、日本
語教育のようなものを行っていないのか
どうかお尋ねしたいのですが。
石岡：先ほども申し上げましたよう

に、浜松市では国際交流協会をはじめ、
NPOも含めて、さまざまな取り組みが
行われています。ただ、当社がやった日
本語教室というのは、一般的な日本語教
育とは少し違い、彼らの生活に根ざした
実践的な授業内容、日本語の使い方のよ
うな切り口で、一緒に勉強してきたもの
ですから、そこが珍しかったのか、周囲
の方の目にとまったようです。

梅田：ありがとうございます。それでは、
ドコモの名波様、ヘルプラインの運用状
況について、差し支えない範囲でお話い
ただければありがたいのですが。
名波：当社では東京と名古屋で、それ
ぞれにヘルプラインを持っています。
2004（平成16）年、グループ会社も含め
て、初めて、派遣社員からドコモショッ
プまで含めてヘルプラインを開設いたし
ました。コンプライアンス推進担当の私
のところには、東海地域の相談が入って
きて、中身としてはセクシュアル・ハラ
スメント関係、パワー・ハラスメント関
係、ドコモショップにおける不正な取引、
社内における不正契約の疑いなど、いろ
いろあります。
　必要と判断すればヒアリングを行いま
す。ずっと相手の話を聞いて、その中で
一つひとつ確認をしていく方法です。確
認をするときには申告者がだれであるか
が分からないように聞いていかなければ
いけない場合もあるし、被申告者の方は、
場合によっては懲戒処分の対象にもなる
ので、申告者の方にもそのことは充分承
知してもらい、そのあたりのバランスを
とりながら、慎重に運用しています。人
事の懲戒担当と連携をとりながらやって
いるような状況です。
梅田：語弊がありましたら恐縮ですが、
未然に不正の芽を摘むという点で、機能
しているということですよね。
名波：そういう意味ではかなり機能して
いると思います。社内でのハラスメント
等に関するアンケートでの実態調査もし
ていまして、それも含めまして、大きな
問題になる前に摘み取れているのかなと
思います。
梅田：それでは、終了の時間もさし迫っ

てまいりましたので、まとめさせていた
だきます。
　企業と人権という問題は、どちらかと
いいますと、これまで、社内の問題に、
焦点が当てられてきたと思います。もち
ろんそれは大切なことですが、グローバ
ルな視点でCSRを展開していく場合で、
社内の問題だけではなく、例えば国内外
の貧困問題の解消といった、より広い課
題までを視野として入れておく必要があ
ると思います。
　 経 済 同 友 会 が2002（平 成14）年 と、
2005（平成17）年に経営者に対するCSR
のアンケート調査を実施しましたとこ
ろ、「CSRの項目として何が大事かと思
うか」という質問に対して、2002（平
成14）年の段階では、「法令遵守」だとか、

「良質な製品、サービスを提供すること」
だという答えは圧倒的に多く、「人権の
保護、促進」という項目については32.4
パーセントぐらいしかいませんでした。
しかし、三年後の2005（平成17）年のア
ンケートでは、その割合は約54パーセ
ントにまでに増えました。つまり、それ
だけ企業にとって人権が重要であるいう
意識が、日本の企業の中にも広がってき
ているのです。
　一方で、『企業における人権』の認識は、
往々にして社内の差別ということに限定
されていたりするものです。そこで、そ
れも大事だけれども、日本の国内の人権
問題、世界の貧困問題、あるいは世界に
おける人権擁護促進ということにまで、
企業としての取り組みを広げることがで
きるのではないかと問題提起したいので
す。
　また、単独で企業が取り組むという
よりもむしろ、NPO等と共同しながら、
あるいは政府と一緒になって、具体的な
プログラムを展開していくということも
考えられます。『人権』はこれからの企業
のCSR活動の一つとして、最も大事なこ
とではないかと強調させていただきまし
て、第二部のパネルディスカッションを
終わらせていただきます。

人権への取り組みとしての
外国語教室では、
企業側も一緒に学ぶ姿勢が大切

ヒアリングやヘルプラインの導入で
人権意識がアップ
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田中　宏司　TANAKA Hiroji

大阪会場　基調講演

CSRと人権で社会が変わる
社会と企業の持続的発展をめざし、
社員に能力を発揮してもらうためにも、
人権への取り組みを

東京交通短期大学学長・教授　日本ISO/SR国内委員会委員
日本経営倫理学会副会長　日本大学講師

　人権とは、一人ひとりが幸福に生
きるための権利で、人種、民族、性
別を超えてすべての人々に共通した
人間に備わった権利です。第二次世
界大戦における人権に対する悲惨な
経験の反省から、人権の重要性が国
際的に高まりを見せ、世界人権宣言
の採択となりました。
　「世界人権宣

・

言
・

」と申しましても、
それに続く内容は「すべての人民と
すべての国とが達成すべき共通の基
準」とあります。分かりやすい言葉
で言い換えると、われわれが住みや
すい社会にするために、守らなけれ
ばいけない基準であり、権利という
ことなのです。

　企業が人権問題に対面したときに
どうするかという問題ですが、日本
には、2000（平成12）年12月に「人
権教育及び人権啓発の推進に関する
法律」が成立し、この法律に基づき

「人権教育・啓発に関する基本計画」
が策定されました。
　この基本計画では、女性の問題、
子どもに関しては大人と同等の権利
の保障の問題と児童買春・児童ポル
ノの禁止、虐待の防止、高齢者や障
害者の問題、言語や宗教や習慣が違
う外国人の問題、同和問題、インター
ネットでの誹謗中傷の問題等が言及
されています。これらに対し、企業
は「企業の社会的責任（CSR）」の視
点から、広く取り組むことが求めら
れています。

　人権問題への取り組みと併せて、
近年、CSRは世界的に急速な関心の
高まりをみせています。それは、以
下のようなことに起因していると考
えられます。
　企業活動にともない、環境破壊の
問題、貧富の格差や貧困問題が起こ
ります。これは、やがて、開発途上
国からの先進諸国に対する貿易摩擦
や国家間の関係に対する批判にもつ
ながり、それは、とりもなおさず、
企業が起こす不祥事に対する厳しい
市民からの目としても現われ、社会
全般的に見られる、企業の社会的責
任への取り組みを支援する動き、良
き企業市民であろうとする企業への
評価、国際的ガイドラインを制定し
ようという傾向などにも現われてい
ます。

　CSRにはさまざまな定義や考え
方がありますが、共通するコンセプ
トは三つです。一つ目が「サステナ
ビリティ」すなわち持続可能性、二
つ目が「ステークホルダー」すなわち
利害関係者とどのようにコミュニ
ケーションを図るか、三つ目が「経
済・環境・社会」の３つの側面でバ
ランスある行動をとるということで
す。
　一方で、内容的側面からみると、
地球の環境許容量の範囲内で持続的
な発展をし、企業を取り巻くステー
クホルダーと、双方向コミュニケー
ションや会話をして、そこで得られ

た内容を公開することが重要になっ
てきます。「経済・環境・社会」とい
う、企業の活動を３つの重要なファ
クター（要素）に集約し、企業活動を
経済的側面と環境的側面、社会的側
面という三つの側面でバランスある
行動をとろうという考え方が、トリ
プル・ボトムラインです。
　このように、CSRは「企業が社会
の一員として、社会と企業の持続的
発展をめざし、経営戦略の中核に位
置づけ、さまざまなステークホル
ダーとの相互交流を深めて、『経済・
環境・社会』の問題について、社会
の信頼を得るために自主的に取り組
む活動」という広い定義になるので
す。

　では、CSRのテーマですが、一つ
目は、コンプライアンス（法令等遵
守）という法令や企業理念等を遵守
すること。二つ目がコーポレート・
ガバナンス（企業統治）という内部統
制をはじめとする経営管理。三つ目
が人権を含む経済活動、四つ目が労
働関係、五つ目が地球環境対策、六
つ目が情報開示、です。つまり、企
業が毎日活動していることが、まさ
にCSR活動そのものだと言えます。
　皆さんの企業でも、不祥事等を防
止しようという企業倫理やコンプラ
イアンスを実践しておられますが、
コンプライアンス、企業理念の実践
は、CSR経営の基盤といえます。そ
して、企業を効率的に、透明性を持っ
て、整然と運営することが、コーポ

企業が抱える人権問題

CSRの基本コンセプト

CSRの主要なテーマ

CSRは世界的潮流
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設置などの物理的な面での取り組み
は当たり前のようになりつつありま
すが、社会的弱者に対する思いやり
は十分かというと、未だ足りないと
ころがあるといったところです。
それと同様に、働きやすい環境を維
持することは、物理的な環境を整え、
人間関係を整え、差別なく働けるよ
うにしようということなのです。
　まさに、労働と人権は表裏一体、
皆さんが働きやすい環境を保つとい
うことは、別の見地からすると、そ
の人の能力を十分に発揮してもらう
ということです。

　人権が、人類社会の基軸だという
ことは、人権というのは「文化のバ
ロメーター」と言われていることか
らも分かります。人権は文化が進め
ば進むほど、守られなくてはならな
い権利です。人権が無視され、人権
意識がいきわたらない組織というの
は、いわば、文化水準が低いと言わ

レート・ガバナンスなのです。

　皆さんは国連のグローバル・コン
パクトというものをご存知でしょう
か。アナン国連事務総長（当時）が
提唱し、2000（平成12）年にニュー
ヨークの国連本部で正式に発足した
機構ですが、人権、労働基準、環境、
腐敗防止の４分野にわたり、「企業は
その影響の及ぶ範囲内で国際的に宣
言されている人権の擁護を支持し、
尊重する」、「人権侵害に加担しない」
とうたっています。企業は、人権を
守り、人権侵害を黙認したり見過ご
したり、人権侵害に気付いていなが
ら改善しないままでいることをやめ
ようということです。

　ISO26000は社会的責任（SR）規
格というかたちで草案が練られ、国
際的な合意が成り立ちつつあります。
　ISO26000では、発展途上国も先
進国も、全てが同じ方向に向かうべ
く、ガイダンスという手法、すなわ
ち「～しなければならない」ではなく、

「～することが望ましい」とか、「～す
ることが期待されている」というよ
うな、自発性を重要視する手法で策
定が進められています。
　ISO26000において人権につい
て述べている条文がいくつかありま
すが、“組織と人権”では、“すべての
人間が人間であるゆえに有する基本
的権利”というように、広い意味で
の人権をうたっています。たとえば、
ひとつ目には、公民的および政治的
権利から始まり、二つ目には経済的、
社会的、文化的権利、三つ目には、
労働権、食糧権、ならびに教育およ
び社会保障への権利などにいたるま
で人権が含まれています。
　今日、日本では駅でのスロープや、
車いすの人のためのエレベーターの

ISOの国際的規格化の
最新動向

人権は文化の
バロメーター

国連グローバル・コンパ
クトにおける人権

ざるを得ないということになります。
　地球は一体であるという前提で国
際社会が動いている現在、「経済・環
境・社会」の３つの側面でバランス
ある行動をとることは、世の中が変
わり、世界が変わるということを意
味しています。
　CSRと人権で社会が変わるとい
う視点で見てまいりましたが、逆に
いうと、変わらざるを得ないという
状況なわけです。
　今日、日本は人権において先進諸
国の中でも重要な役割を担っていま
す。ですから、日本が人権において
より良く変遷を遂げていかないと、
先進諸国の中での地位を保てないこ
とになります。
　各企業が、自分の企業の組織や風
土の中で、働く人が働きやすく、い
かに能力を発揮できるようにするか、
また、われわれ一人ひとりが、組織
が、社会の中でどのように、お互い
の人権を守っていくか、今、まさに、
私たち全員が力を合わせてゆくとき
ではないでしょうか。
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岩城昌子　IWAKI Masako

エイボン・プロダクツ　株式会社

Case Study　　事例発表

すべては、女性のため…から始まりました

「the company for women」の旗印の下、創業以来、
理念、経営戦略が一体となり、ステークホルダーを構成
する方々を自然なかたちで取り込みながら活動！

エイボン・プロダクツ株式会社
エイボン女性文化センター事務局長

本　　社　東京都新宿区西新宿3－20－2
東京オペラシティータワー

代　表　者 テレンス・ムアヘッド
創　　立　1968（昭和43）年（日本支社）
従業員数　677名
資　本　金　31億円
事業内容　化粧品および関連商品の製

造販売
ＵＲＬ　　http://www.avon.co.jp

　当社は、「the company for wo-
men」―女性のための会社というこ
とを創業以来、ずっと大切にしてお
ります。ニューヨークのエイボン本
社は、1886（明治19）年に設立、お
そらく世界中で初めて女性に収入の
機会を提供した会社であろうと思わ
れます。今でこそ、化粧品というと
女性のセールスマンが当たり前です
が、123年前は、女性は家にいるこ
とが当たり前でしたから、女性に収
入の機会を提供する当社は、まさに
画期的でした。

　また、当社のCEOはチャイニー
ズ・アメリカンということをかんが
みても、差別等のない社風がうかが
われると思います。彼女は世界が選
ぶベスト経営者25人にも選ばれて
います。
　女性に自己実現の機会を提供する
ということからスタートした当社で
すが、企業に求められる責務が、時
代とともに変遷しています。今こそ
原点に立ち返り、女性同士が手をつ
なぎ、女性の自己実現と社会から求
められる企業像の合致を図っていけ
ればと思います。

　企業は製品やサービスの提供を通
じて、ビジョン（なりたい姿・目指
したい姿）を目指し、ミッション（そ
のビジョンを達成していくための使
命・存在意義）を達成していきます。
当社のビジョンは、「女性の自己実現
の願望を最もよく理解し、満足させ
ることを目指す」ということ、ミッ
ションは、「グローバルビューティー
リーダー」であり、「女性が好んで選
ぶブランド」であり、「一流のダイレ

クトセラー」であること。そして、「最
良の職場」であることに加え、「世界
最大の女性基金」であり、「最も評価
される企業」であることを掲げてい
ます。
　「企業の寿命は30年」と申します
が、当社が創立120年ということは、
４世代にわたって支持をいただいた
わけです。世代を超えて支持してい
ただくためには、世代間格差が問わ
れないほどの普遍的なものを社会に
還元できるかが問われているのでは
ないでしょうか。

　具体的な取り組みについて解説し
ます。私どもは「the company for 
women」というスローガンのもと、
取り組んでいる事業が大きく三つ
あります、ピンクリボンの取り組
み、ドメスティック・バイオレンス

（DV）への取り組み、社会にそして
地域で活躍する女性の表彰です。

ビジョンとミッション
「the company for 
women」の戦略

4

●「世の中を変える」活動 女性の生活を変えることは世の中を変えること
 （弊社会長＆CEOアンドレア・ジュング）

●ステークホルダーと 問題意識の共有
　　　　ともに担う運動 ステークホルダーにアクションを求める。

●大きな活動、小さな活動 女性の人生は 360°（～幅広いフィールド）

エイボンのCSR
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　エイボンのカタログでピンクリボ
ン製品を販売しています。その販売
収益のうち一個当たり70円をピン
クリボン活動基金に寄付をすること
を中心にやっています。2002（平
成14）年から始めて、おかげさまで
累計総額２億円を突破しました。
　寄付をしてくださっているのは、
ピンクリボンを購入してくださった
お客さまです。延べ約300万人の方
から応援していただいていますが、
当社の財産であると考えています。
　集められた寄付金は、マンモグラ
フィー設置の助成金、乳がん検診に
携わる医師、技師の育成及び全国で
ピンクリボン活動を担うグループの
活動助成に役立てられています。

　2007（平成19）年、当社は全世界
の女性の意識調査を行い、女性の抱
える社会的問題を明確にしました。
先進国、発展途上国を問わず、全世
界の女性が抱える一番大きな問題は
女性に対する暴力です。現在、全世
界の女性の3人に1人は生涯に何ら
かの形で暴力を受けた経験があると
言われています。女性が健やかにい
きいきと過ごすには女性に対する暴
力を地球上から廃絶することが必要
です。
　2008（平成20）年の3月、ニュー
ヨークの国連本部にてエイボンはグ
ローバル・サミットを開催、国連女

性開発基金（ユニ
フェム）とパート
ナーシップを組み、
今後女性に対する
暴力を廃絶するた
めの活動をスター
トさせました。
　女優のリース・
ウィザースプーン
さんにグローバル・アンバサダーに
なっていただき、ブレスレットを販
売し、その販売収益をユニフェムに
寄付をしています。

　当社では、これからの時代を的確
に捉え、社会のために有意義な活動
をし、時代を生きる女性に夢と希望
を与え、功績をあげている女性を顕
彰しようということで、1979（昭
和54）年より「エイボン女性年度賞」
を授賞してきました。振り返ってみ
ると、30年前は働く女性が少ない
時代だったので、「日本で初めて○○
をした女性」という方が受賞されて
いました。80年代の後半になって
くると、女性だからこそ気付いたり、
できたり、という生活者の視点で問
題解決に取り組まれた方が受賞され
ていました。
　その一方で、2008（平成20）年よ
り「エイボンレディ地域貢献賞」を設
けました。女性が安心して働くため
には、あるいは男性が安心して働く
ためには、地域が暮らしやすくない
と始まりません。地域は社会の一番

小さな核です。エイボンレディは化
粧品の販売を通じ、家族や地域を大
切にし、たったひとつのことから始
め、それが大きな輪になる。当社は
女性の草の根の活躍を応援します。

　当社CEOのアンドレア・ジュン
グは「女性の生活を変えることとい
うのは世の中を変えること、女性の
生活を向上させることは世の中を向
上させること」であるという強い信
念を持っています。
　また、当社の運動はエイボンが
やっている活動ではなく、ステーク
ホルダーであるお客様と共に一緒に
担う運動であるというところに意味
があります。お客様とともに、世の
中のために一歩前進しようという姿
勢が特長なのだと思います。
　そして、大きな活動も小さな活動
もありますが、女性の人生は、仕事、
家庭、地域、と、幅広いフィールド
を持っています。女性を囲む360度
を大切にする企業であるということ
を、これからもわたしたちの軸足に
据えて進んでいきたいと思います。
　

ドメスティック・バイオレ
ンス（DV）に対する活動

社会にそして地域で活躍
する女性を表彰 女性のため、社会のため

の、エイボンのCSR

The company for women　女性を応援する企業エイボンの、
the company 
for women
戦略

ピンクリボン
【健康】【世界各国で展開】

【地域】【全国】

DV
【エンパワメント】

【世界各国で展開】【地域】

エイボン女性年度賞
【エンパワメント】
【日本のみ】【全国】

エイボンレディ地域貢献賞　　【エンパワメント】【日本のエイボンレディ対象】

乳がん撲滅に向けた
ピンクリボン活動
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平原正樹　HIRAHARA Masaki

オムロン株式会社（旧：立石電機）

Case Study　　事例発表

障害者雇用と人権啓発の取り組み

障害者雇用と人権啓発でつながるものは、一人ひとりの
保有機能や保有能力・強みを活かし（活かしきるように支
援をして）人が真に生きるようにすること

オムロン株式会社　
企業文化統括センタ担当課長

本　　社　京都市下京区塩小路通堀川
東入

代　表　者 作田久男（さくたひさお）
創　　立　1933（昭和8）年
資　本　金　641億円
従業員数　36,000人（連結、2008年3月末）

従業員数　5,600人（単独、2008年3月末）

事業内容　電気機器の製造販売業
ＵＲＬ　　http://www.omron.co.jp

　当社は、2008（平成20）年で創立
75周年、オムロンという社名は京
都の仁和寺で有名な「御

お

室
むろ

」にかつて
本社があり、それに因んで付けられ
たものです。
　事業内容としては、健康機器が一
般に知られていますが、メインは工
場用の設備備品、ほかに家電製品や
携帯電話などの電子部品、車の電気
部品、そして交通信号機システムや
駅の券売機等の公共・交通・駅務機
器を納めています。

　当社が障害者雇用に取り組むきっ

かけとなったのは、大分県別府市に
ある社会福祉法人「太陽の家」の中村
裕先生が、障害のある人がリハビリ
や職能訓練を終え、社会に復帰しよ
うとしてもなかなか働く場所がない
という現実の壁を目の当たりにし、
オムロンの創業者、立石一真に相談
を持ちかけたことによります。
　立石は、「社会に受け皿がないのな
ら、障害のある人が働くための福
祉工場を太陽の家と合弁で設立し
よう」と考え、1972（昭和47）年別
府市にオムロン太陽を、1986（昭
和61）年京都市にオムロン京都太陽
を、特例子会社としてつくりました。
現在、別府のオムロン太陽で75名、
京都のオムロン京都太陽で113名の
障害のある人たちを雇用しています。

　当社の特例子会社オムロン太陽お
よびオムロン京都太陽は、「障害のあ
る人が働きやすい作業環境づくり」
ということを徹底していて、通路の
幅は車いすですれ違うことができる
1.8メートル、部品などを置く台は
手の届く範囲で90センチの高さと
いうように設計されています。障害

のある人の失われた機能を、機械や
補助具で補い、保有機能を生かすと
いう考え方に基づき作業環境を整備
しています。現在、障害者の法定
雇用率が1.8パーセントで、2008

（平成20）年の日本の企業全体では
1.59パーセントのところ、弊社は
2.81パーセントという状況です。
　今後は、特例子会社に頼らないオ
ムロン本体での雇用率の向上、目標
未達成のグループ会社の1.8パーセ
ント達成ができるようにしていきた
いと考えています。
　また、雇用だけではなく、障害の
ある人の生活の質を向上させるとい
う観点で、車いすマラソン等、障害
者スポーツも支援しています。

　当社は、社憲として、「われわれの
働きで　われわれの生活を向上しよ
りよい社会をつくりましょう」と毎
朝唱和しています。企業理念として
は、大変仰々しいと思われるかもし
れませんが、「企業は社会の公器であ
る」の一言で言い表しています。そ
れを支える経営理念のひとつとして

「人間性の尊重」があり、これが人権

「No charity, but a chance ！」
を合言葉に生まれた
オムロン太陽

5

障害のある人が働きやす
い作業環境づくりと生活
の質の改善

オムロンの社憲・
企業理念・「CSR」と「人権」
の位置づけ

作業範囲とベストポジション
作業者への負担と、作業効率
を考え作業者が無理なく手が
届く範囲（ベストポジション）
に部品、冶具などを配置
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に結び付いています。
　それから、本日のセミナーのタイ
トルの中にもある「企業の社会的責
任（CSR）と人権」をどのように位置
づけているかということですが、オ
ムロンではCSR取り組みのフレー
ムワークを3つの柱で捉えています。

「事業を通じてよりよい社会をつく
る」ということ、「事業活動で常に公
明正大である」ということ、そして

「社会が抱える課題に取り組む」の３
つの柱です。

　当社では、具体的にどんな人権研
修をしているのかというと、大きく
分けて３つの研修があり、資格別研
修、役割別研修、全社員研修があり
ます。
　人権問題に取り組む理由は、人権
は企業経営の根本にかかわるもので
あり、企業は人の役に立つためにあ
り、人が集まって事業を行っている
のだから人権に結び付くのだという
考え方です。
　それから、二つ目に、人権を尊重
する活動は個人と企業の多様性を実
現し、創造性に満ちた活力ある企業
風土を構築していくといえます。追
いつけ追い越せといわれていたのは
遠い昔のことで、今は創造性が競争
力をけん引するのだといわれていま
す。
　三つ目は、各種の企業不祥事はそ

の企業の風土として人権意識がない
ことが影響しているといえます。人
権意識があれば、人命を脅かすよう
な製品の供給をしないはずですし、
万一事故が発生しても対応方法が異
なると思います。
　それから、社会の人権に対する意
識が一昔前に比べて格段に上がって
いるということだと思います。
　世界人権宣言が、戦争は最大の人
権侵害であるとして、第二次世界大
戦の反省から生まれたことはご承知
のとおりです。戦争、命を奪うこと
が最大の人権侵害です。このことを
逆から言えば、人間が人間らしく生
きるようにすることが最大の人権尊
重になるはずだと思います。職場で
は社員がいきいきと働けることが人
間尊重の重要な側面になります。

　障害のある人の保有機能を把握し、
機械の助けを借りて保有機能を活か
すことは、真に人間を活かすこと。

この考え方は障害のある人だけでな
く、すべての人に当てはまる考え方
だと思います。
　その人のスキル・経験・肉体機能・
思考能力を活かすということは、一
人ひとりを大切にし、それぞれの人
の存在を無条件に認めることで、そ
の人の保有能力・経験・スキル・長
所を、活かすことができるように支
援することです。
　おのずと、自分の長所や短所、能
力的に優れている点や劣っている点
などがあることを知り、自らも多く
の人の中の一人だと分かると、無意
味な優越感から解放され、謙虚にな
り人間的にも一歩成長するのではな
いかと考えています。
　「…人間を尊敬する事によって自
ら解放せんとする…」これは、水平
社宣言の一文ですが、すべてはここ
につながっていくと思います。
　企業の活動は、人間尊重の人間尊
重による人間尊重のための働きです。

企業がなぜ人権研修に
取り組むのか

人権への取り組みはこれ
からの企業活動そのもの

企業理念社憲

基本理念
企業は社会の公器である

経営理念
●チャレンジ精神の発揮　
●ソーシャルニーズの創造
●人間性の尊重　　　　　

経営指針
●個人の尊重　　　　　　
●顧客満足の最大化　　　
●株主との信頼関係の構築
●企業市民の自覚と実践　

行動指針
●品質第一　　　　　
●絶えざるチャレンジ
●公正な行動　　　　
●自律と共生　　　　

われわれの働きで
われわれの生活を向上し
よりよい社会をつくりましょう

オムロングループの社憲・企業理念

人間性の尊重

個人の尊重

企業市民の自覚と実践

自律と共生

障害者と機械のベストマッチング

「障害者と機械のベストマッチング」とは、障害者の保有機能を
把握し、機械の助けを借りて、保有機能を活かすこと

障害者が活きる、人間が活きる

この考えは、すべての人間に当てはまる
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生駒京子　IKOMA Kyoco

株式会社　プロアシスト 

Case Study　　事例発表

株式会社プロアシスト
代表取締役

本　　社　大阪市中央区高麗橋2-3-9
代　表　者　生駒京子
創　　立 1994（平成6）年
資　本　金　5,000万円
従業員数　118人（2008年4月1日現在）

事業内容　Windows、 組 込 みLinux、
組込みJava、リアルタイム
OS（ITRON）を プ ラ ッ ト
フォームとしたデバイス制
御等のシステム提案の開発

ＵＲＬ　　www.proassist.co.jp/

　当社は、15年前に有限会社プロ
アシストとして設立されました。当
時は、今と同様、世界的不況の時代。
なぜこんな時期に起業したのかと言
われたことが記憶に残っています。
たった一人の小さな企業ではありま
したが、何か専門性を持つことでお
客さまのために役立つことができる
のではないかと考えました。「働くこ
とというのは生きることそのもので
ある」これは私の企業理念です。そ

の考え方をもとに、「社員、仲間と一
緒に幸せになっていくことができる
のではないか」というのが事業開始
の動機です。

　会社創設当初、一人で当社の企業
理念等を考え、「個人の尊重」を掲げ
たところ、周囲から「企業は利益の
追求をしなければいけないのに、個
人の尊重を掲げているとは勇気があ
りますね」などと言われたものです。
しかし、個人の尊重を掲げた理由は
プロアシストの起業の志、「たった一
人の企業でもお客さまのお役にたつ
はず…」に由来します。

　現在の従業員構成は男性が70
パーセント、女性が30パーセント。
弊社の入社の条件は、性別、年齢、
国籍を問いません。今年も62歳の
新入社員が入りました。当社定年
年齢は創業当初から65歳ですので、
男性でも女性でも、国籍は問わず、

日本人でも外国人でも65歳までは
入社資格があります。外国人が非常
に多いのも当社の特色です。当社が
働く上で大切にしていることは、意
欲、ひた向きさ、前向きさです。そ
して、自分が精いっぱい働けるのは、
周囲から働かせていただいているか
らだという謙虚な気持ちを忘れない
ということも大切な理念です。

　当社では、「われわれにとってでき
る仕事か」「やれることか」というこ
とを常に一番に考えます。できない
ときにできない理由を考えるのでは
なくて、できるようにするためには
何が必要か、何をどうすればいいの
かを考える組織をつくってきました。
その上で、仕事や働く環境を人に合
わせたやさしいものへと変化させて
きた結果、既存の社会にはない特性
が当社の中では生まれてきたように
思います。
　ビジネスの世界でも、このような
多様化を考えることが必要で、結果
として新しい価値観がプラスされた

原点は一人からの
スタート＝「個人の尊重」

バラエティに富んだ
従業員構成

仕事や働く環境を
人に合わせ多様化する

6
家庭との両立支援への取り組み

社内コミュニケーションの充実で
プロアシスト流ワーク・ライフ・バランスを実現

従業員
永久的不滅にて前進あるのみ、
そして信頼と安心と安らぎを社会に与え続ける

経営理念 社　是

１．社員の精神的・物質的幸福
２．企業における最大利益の追求
３．需要の創造　

存在要件

１．個人の尊重
２．最良のカスタマーサービス
３．システムの信頼性の追及
４．卓越したマネジメント
５．社会への貢献　

経営理念 70％
男性

30％
女性
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企業となり、成長できてきたように
思います。
　仕事や働き方を人に合わせ、人に
優しいものへと変革し、多様化を考
える企業は、社員にとってもより働
きやすい職場となり、働きやすい職
場は、社員が力を発揮でき、人を伸
ばし、企業も伸びるという結果がつ
いてきたと思います。

　「働くことは生きること。人生そ
のものである」と当社は考えていま
す。まず、「自分」を一生懸命大切に
し、次に、「家族」のことを考え、３
つ目は「仲間」である会社の同僚や上
司や部下、周りの人に気を遣う。ルー
ルを決めて、組織化して、色々な規
制の中でやっていくのではなくて、
互いに気遣い合い、周りのことを考
えて声をかけるというところを、プ
ロアシスト流ワーク・ライフ・バラ
ンスと考えているのです。
　そして、働くことに一番大切なの
は、意欲、ひた向きさ、前向きさ、
努力、そして自分が働くことができ
る事に対する家族や社会への感謝で
す。今、自分ができる事を精一杯やっ

ていきたいというワーク・ライフ・
バランスを考えています。

　当社では、設立後10年間は私自
身が社員教育を担当してきましたが、
11年目からは経営理念や会社の考
え方については私が担当し、それ以
外の部分は外部の皆さまのお力をお
借りして、一生懸命社員研修に取り
組んでいます。おかげさまで、非常
に離職率の低い会社となっています。
　その理由として考えられるのは、
企業としての社内コミュニケーショ
ンの良さが思い当たります。ゆとり、
遊びの企画として、歓迎会と称し全
社員でボーリング大会を行ったり、
社員旅行に行ったり、その他いろい
ろな企画を準備しています。
　小さな組織ですが、組織間で何を
やっているかが分からない、見えな
いというような声がちらほらと聞こ
えてくる気がしました。
　そこで、毎月、「お誕生日会」と称
し、今月、12月生まれの人は上下
関係なく全員集まり経営幹部と一緒
に食事をしたり、その他、交流会や
意見交換会をスケジュールに組み込

んでいます。

　また、企業としての福利厚生面で
の取り組みとしては、育児の為の短
時間勤務制度を小学校入学まで設け
ています。育児休業は男性社員も取
得可能で、半休制度、始業・就業時
刻の繰り上げ・繰り下げなどを行っ
ています。さらに、家庭を持つ女性
の採用推進、女性も男性も平等な教
育訓練や昇進の保障、女性の職務・
部門領域の拡大、性別にとらわれず
個人の能力を基準としたキャリアパ
ス制度を設けるなど、事象が発生し
た時点で柔軟に制度を作成し、実施
してきました。
　養育支援の取り組みとしては、育
児休業制度については、男性従業員
も当たり前のように取得できるよう
に促しています。現在、育児休業制
度を利用している女性従業員が３名、
育児のための時短を利用している女
性従業員は２名となっています。

　当社は株式会社ですが、現在、出
資者は私以外にはいません。今後は、
当社の企業理念に対する賛同者、支
援者というスタンスで、当社の企業
理念の理解者＝株主様の力をお借り
して、技術力や競争力を高め、グロー
バル企業として世界で活躍していき
たいと思います。100年後、200年
後も存在し続けられる企業であるた
めに、将来へ向けて、これからも安
心して仕事ができる環境づくり、家
庭との両立支援プログラムをさらに
充実していける企業であり続けたい
と思っています。　

プロアシスト流ワーク・
ライフ・バランス

社員教育と同様に社内
コミュニケーションが大切

事象の発生に伴い
柔軟に制度化

今後のビジョン

　できない理由を考え
→できるようにする為に何が必要かを考える

ワーク・ライフ・バランス
我々にとってできる仕事か？

社会にとっても「より働きやすい職場」に変わる

＝価値観が +αされた企業となる

働き方＆仕事の多様化を考える会社

多様化時代にマッチした商売として栄える
そこで働く人もよりよい働き方ができる

仕事、働く環境は人に合わせた優しいものへ変革
既存社会にはない新しい社会が必要とする特性を生み出す

多様化
特許
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田中：ご来場の皆さまからいくつか質問
をいただいています。それでは、まず、
オムロンの平原さん「障害のある人の給
与は健常者と同じか」「障害のある人が従
事している部分の採算はどうなのか」「知
的障害、精神障害のある人の雇用にはど
のように取り組んでいるのか」「特例子会
社の取り組みとそれ以外とではどう違う
のか」とのご質問です。よろしくお願い
します。

平原：「障害のある人の給与は健常者と
同じか」ということですが、障害のある
人の給与は健常者とは違います。やはり、
健常者に比べて生産性は若干低くなりま
すので、低い給与になります。ただし、
先程ご説明しましたように、障害のある
人の保有能力と機械を組み合わせ、補っ
て、生産性をアップするように努力して
いますので、他社より高い給与をお支払
いしていると思います。
　「障害のある人が従事している部分の
採算はどうなのか」というご質問ですが、
若干の黒字を維持しています。
　「知的障害、精神障害のある人の雇用
にはどのように取り組んでいるのか」と
いうことですが、これについては取り組
みが遅れていまして、まだ、身体障害の
ある人がほとんどといった状態です。こ
れから、取り組みを開始していかなけれ

22 APPROACH

パネルディスカッション　大阪会場

明確な経営理念やビジョンを確立し
CSRを核とした企業経営を

ばいけないと思っています。
　「特例子会社の取り組みとそれ以外と
ではどう違うのか」というご質問ですが、
特例子会社の場合は、車いす用の設備が
整備されています。しかし、それ以外の
ところは、ハード面の整備はなかなかで
きないというのが現状で、障害の内容と
仕事内容で配置をしています。例えば、
聴覚に障害のある人でパソコンが得意な
場合には、パソコンでできる仕事、開発
や設計の仕事をお願いしたりしています。

田中：オムロンの平原さんにはさらに質
問がきています。「障害のある人を採用す
る場合にどんな採用形態がいいのでしょ
うか」、「障害のある人やその家族からど
のような声がありますか」ということで
すが、よろしくお願いします。
平原：「障害のある人を採用する場合に
どんな採用形態がいいのでしょうか」と
いうことですが、当社としては、基本的
に正社員として雇うことを原則にしてい
ます。ただし、出勤時間の関係で、通勤
に不便なことがある場合には、条件を聞
いて嘱託その他、特別な労働条件を設定
する場合もあります。
　「障害のある人やその家族の方からど
のような声がありますか」ということで
すが、これについては、最初に工場（オ
ムロン太陽）をつくったときの、社内で

語り継がれているエピソードが２つある
のですが、「初めて給料をもらった時、給
料袋を机に飾った」という例。もう一つは、

「税金というものを一度納めてみたかっ
た。税金を納めて一人前になったと思っ
た」という声があったということです。
田中：「エイボンさんは女性のための取
り組みをなさっていますが、こういう取
り組みに対して、女性の社員がどのよう
に思っているか」という質問です。
岩城：私は端的に言って、「エイボンっ
ていい会社」だと感じていると思います。
入社した時最初に教わるのが、わたし
たちは「ＤＮＡ」と呼んでいるのですが、

「the company for women」という企
業理念です。その企業理念に自分自身が
参加するということで、よりエイボンが
いい会社だと分かるのだと思います。い
い会社かどうかは、プロアシストの生駒
さんの「安心して仕事ができる会社」とい
うご意見がありましたが、信じられる会
社、自分が働くに値する会社であるとい
うふうに思えるところがよいのかなと思
います。

田中：女性のための取り組みとか、女性
にどう思われているかとか、会社を取り
まとめている立場から、プロアシストの
生駒さんはどうお考えでしょうか。
生駒：私は会社を女性だけのためにとい
う視点では見たことがありません。女性
も男性も同じ人間として、共に働く仲間
として考えます。それでも、女性には子
どもの出産等、女性特有の事情がありま
す。そこで、「大変なときはみんなで助け
合い、周りの理解を求め、再び必ず元気
に戻ってきてみんなの役に立ちましょ
う」というコンセンサスで仕事をしてい
ます。これは男性の場合も一緒で、当社
では介護のために休暇を取った男性社員
もいます。年老いた両親を看なければい
けないということは女性も男性も同様で
す。そのときは安心して休むことができ、

障害のある人の理想的な雇用、
給料アップを目指して 報酬は障害の有無や内容ではなく

能力によって決まる
長期休暇のあとでも、きちんと
戻れる場所を確保することが大切
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再び戻ってきて頑張れる職場づくりとい
う取り組みをしています。
田中：オムロンでは、女性社員に対して
はどういう考えで処遇等を考えていらっ
しゃいますか。平原さんお願いします。
平原：以前は女性に対する取り組みが遅
れ気味でした。しかし、現在は、出産・
育児休業や短時間勤務などの制度充実、
会社の近くでの託児所設置、出産後も仕
事に復帰しやすい仕組みづくり等、鋭意
取り組んでいます。
田中：ありがとうございます。エイボ
ンでは「女性が出産や育児休業で休む際、
その間、その人を補うために人を採用す
ると余剰人員になるのでは？」というよ
うなご質問がありました。岩城さんお願
いします。

岩城：エイボンの場合、本当に必要かど
うかは、みんなで考えるのですけれども、
産休や育休をとったら基本的に契約社
員、あるいは派遣社員で補充します。契
約・派遣社員が産休を取る場合にはまた
その人のために別の契約・派遣社員を補
充することもあります。仕事は仕事です
し、たとえば契約社員、派遣社員であっ
ても、エイボンで働く意思があるのであ
れば、まずそれが最優先になります。こ
のような形で、人的部分を補っています。
田中：なるほど。エイボンで働きたいと
いう意思を尊重されるわけですね。では、

「社員の有給休暇取得状況はいかがです
か」ということですが、生駒さん、お願
いします。
生駒：半日でもとれる半休制度とか、有
給休暇をとりやすいルールをつくりまし
たので、有給休暇取得率は高いです。

田中：では次に、定年と、定年後の再雇
用、処遇等についてお答いただきたいと
思います。プロアシストの生駒さんお願
いします。
生駒：まだ若い会社ですので、65歳を
超えた社員がいません。現在63歳の社
員が最年長になります。ただ、65歳を
超えたときに、年金をもらうことができ
る範囲内での勤務形態にするかどうか等、
ルールを決めて給与を支給できるような
かたちをとっています。また、当社では
働き方も多様化を考えており、その人が
最も働きやすい働き方で、雇用契約を進
めていこうと考えています。
田中：続いて、オムロンの平原さん、お
願いいたします。
平原：当社は定年が60歳です。60歳以
降、本人が希望すれば１年ごとの更新で
65歳まで再雇用されます。勤務の形態
は、フルタイムと週３日勤務の２つの制
度があり、それを選択します。また、当
社の再雇用率は20％くらいです。
田中：続いて、エイボンの岩城さん、お
願いします。
岩城：会社のニーズと本人のニーズに
よって決まります。ある人の例ですが、
半年前に60歳を迎えられたのですが、
本人はお辞めになりたいとのことでした

が、非常に責任のある仕事を担当されて
おり、会社の要望により、定年を延長し
ていただきました。今のところ、定年を
延長している人は多いです。再雇用にな
ると給料はある程度下がるのですが、定
年延長の人はそれまでの仕事がそのまま
その人の仕事として引き継がれます。
田中：今、定年のことを３人の方からお
答えいただきましたが、労働と定年と
CSRは非常に関連が深いと言えます。私
は、社会的責任とか、コンプライアンス
を専門にしていますが、企業の不祥事の
一因として、年配者や経験者の早期退職
が原因になっていることをご存じでしょ
うか。年配者とか経験者だからこそでき
る事故の予測や予兆、ノウハウの申し送
りが、年配者の早期退職によってうまく
引き継がれず、仕事が単なるマニュアル
上の管理で進められる結果、事故や不祥
事が起こるのです。これは、会社の無形
資産、いわゆる暗黙知としてあったもの
が、継承されないという残念な結果でも
あります。したがって、年配者をいかに
処遇していくか、ある程度の給料を出し
ながら会社の戦力になっていただくかと
いうことが大切です。そして、年配者の
持っている経験やノウハウをきちっと継
承しながら、それを生かしてほしいと思
います。
　今回、皆様のお話を伺い、３社とも非
常に理念がしっかりしていると感じまし
た。経営理念には、いわゆる、言葉の魔
力のような力があります。３社はそこを、
非常にきっちり行われているのではない
かなと感じました。
　また、CSRや人権への取り組みの際
に、なるべく生の声を聞き、他社の事例、
他社の取り組み方を参考にして、自社の
企業風土に根ざした取り組みをされるの
が一番いいかと思います。皆さまも、い
ろいろな機会に、ディスカッション等さ
れると思いますが、そこでディスカッ
ションすることが、次への改善のステッ
プになろうかと思います。本日のセミ
ナーも皆さまと企業、あるいは組織と現
場で、今後の改善のために１つでもお役
に立てば、私どもパネリストとしても非
常に幸いに思うところです。皆さん、本
日は大変ありがとうございました。

コンプライアンスと
定年問題の密接な関係

田中宏司
東京交通短期大学学長・教
授

●コーディネーター

岩城昌子
エイボン・プロダクツ株式
会社
エイボン女性文化センター
事務局長

●パネリスト

平原正樹
オムロン株式会社企業文化
統括センタ担当課長

生駒京子
株式会社プロアシスト代表
取締役



SE
N
D
A
I●
SE
M
IN
A
R

SENDAI●SEMINAR

24 APPROACH

仙台会場　基調講演

CSRの考え方と「企業と人権」
今求められるCSRのテーマ、
コンプライアンスと人権は
すべてのCSRの基盤

　私は現在のパナソニック株式会社、
当時の松下電器産業株式会社に36
年間勤務していました。数年前から
立教大学大学院の教授をしています。
本日は、企業の社会的責任（CSR）と
人権ということでご報告をします。
　なぜ、今、世界的に企業の社会的
責任（CSR）が、再び問われているの
でしょうか。簡単に振り返ってみま
すと、日本において企業の社会的責
任という言葉は、実は新しい言葉で
はありません。

　すでに1888（明治21）年に日本赤
十字社が創設され、大正末期、昭和
初期には日本生命済生会、朝日新聞
社会事業団等が設立され、広い意味
の社会貢献活動が始まりました。
　1970年代以降、経済成長の影で
公害、土地投機、便乗値上げ等の問
題が深刻化し、企業の社会的責任が
問われました。
　1990年代に入り、フィランソロ
ピィー＝社会貢献、コーポレート・
シチズンシップ＝企業市民活動と
いった概念が、欧米から入ってきま
した。しかし、そもそも、日本人は
農耕民族であり、農耕文化の下での、
話し合い、助け合い、お互いに役に
立ちたいという活動は、実はもとも
と日本の風土に根付いていたもので
した。
　私が勤務していましたパナソニッ
クの創業者、松下幸之助氏は、「利益
を上げるのが目的ではなく、お客様
の役に立つことが目的。利益は後か

らついてくるもの」と、申していま
した。
　それにもかかわらず、2000年代
に入り、なぜ、再び、CSRがとり
ざたされているのかというと、一つ
めの理由としては、日本、アメリカ、
ヨーロッパなどで企業の不祥事が多
発しており、不信感が高まってきた
こと。二つめは、企業のグロ－バル
化、巨大化が進み、社会からの期待
や要請が拡大したこと。三つめは
ISO（国際標準化機構）によるSR（社
会的責任：Social Responsibility）
規格化（ISO26000）が現在進めら
れていること、四つめはSRI（社会
的責任投資）の拡大等の理由が考え
られます。

　CSRに 対 す る 関 心 と 期 待 が 高
まってきた一番大きな理由は、特に
この10年間に企業の不祥事が多発
したことです。
　現代の不祥事の特徴は、企業と社
会との価値観や常識との間に大きな
ギャップが出てきているという現状
に加え、従来は許されていたことも、
現在では許されなくなってきている
にもかかわらず、企業の経営者が気
付いていないという現状もあります。
しかも、それらの行動は、日常業務
において発生しているということ
も、重大な問題だと受けとめるべき
でしょう。
　その要因として考えられるのは、
経営環境が急激にグローバルスタン
ダード（アメリカンスタンダード）化
し、企業の組織と行動、経営者や責

任者の意識が、それについていけて
ないということがあげられます。
　10年来、急激に日本社会を覆っ
てきた、このグローバルスタンダー
ドの波を３つのキーワードで言い表
すと、1.基本的価値観としての「自
由競争」、2.ルールや手続を重視し
た「公正さ」、3.正確な表示・説明を
求める「透明性」、ということができ
ます。このグローバルスタンダード
の根底にある文化は、アングロサク
ソン系の文化＝狩猟文化です。
　日本の文化はというと農耕の文化
で、話し合いと助け合いの文化だと
言えます。すべての大事なことは寄
り合いで決め、人手が足りない時に
は助け合う文化です。それに対して、
狩猟文化は、力の強い会社、力の強
い個人が獲物をたくさん捕り、捕っ
た獲物が十分になった段階で、困っ
ている人に分け前を回しましょうと
いう、自由競争の文化です。

　企業と企業を取り巻く社会との関
係において、従来、企業は結果責任
だけを果たせば、社会から評価され
ていました。社員を採用し、給料を
払い、売り上げを上げ、利益を上げ、
税金を納め、配当を支払い、結果責
任を果たしておけば、企業は社会の
中で批判されることはなかったので
す。しかし、近年では、結果責任だ
けではなく、プロセス責任、仕事の
一つひとつにおいて、社会の期待、
法令を遵守しているかどうか、これ
らを問われる時代に急激に変わって
きています。
　近年、多くの企業がCSRに取り組
んでいますが、現代の企業不祥事は
日常業務内で起こっています。コン
プライアンス、さらにはCSRが重要
課題といえる現代社会で、あらため
てコンプライアンスとは何かについ
て考えたいと思います。企業が遵守
すべき対象は法令だけではなく、経

我が国における
CSRの歴史

多発する企業の不祥事

急変した企業をとりまく
環境

池田耕一　IKEDA Koichi

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授
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改めて重要性を増す「人権」　̶　ISOのSR規格案の定義 

大切なこと　̶　個人と企業にとって

人種、皮膚の色、年齢、婚姻状態、妊娠、
言語、宗教、政治的またはその他意見、
国籍、民族的または社会的出身、財産、出生、
能力的な障害、性的指向、HIV/AIDS の状態、
またはその他のいかなる状態にもかかわらず、
すべての人間が有し、欠乏及び恐怖なしに
及び尊厳をもって生活するための、基本的権利

｢企業の常識｣と｢社会の常識｣との <大きな >ギャップの縮小
　ギャップの要因 （流行）グローバル化の急速な進展
 （不易）仲間意識（部門、企業、業界等）

＊ギャップ縮小策の基本： より風通しのよい風土・仕組みへ
　 ━  部門間、企業と社会の間（例えば、壁から垣根へ）

●まず社会の意識の変化を敏感に把む
●（社員）意識と判断と行動を変える
●（企業）仕事と経営の仕組みを変える

営方針、顧客、消費者、行政当局と
いった社会の期待に広がってきまし
た。社会の期待に応える仕事を行う
という点では、コンプライアンスと
いうのは、倫理と法令の遵守だけで
なく、それを実践することだと考え
ます。
　日本企業がCSRのテーマとして
実践している主なものを挙げると、
一つには、コンプライアンス・企業
倫理、二つには環境問題、三つには
社会貢献です。一方、それに対して、
ISOのSR規格案における主なテー
マは、一つには組織統治、二つには
人権、三つには労働慣行、四つには
環境、その他、公正な事業慣行、消
費者、コミュニティ参画等です。
　今後、2010年の発行に向けISO
のSR規 格 が 姿 を 現 わ す に つ れ て、
人権は今まで以上に大きな比重を占
めることになってくるだろうと思い

ます。
　ISOのＳＲ規格案の中には五つの
人権課題がありますが、この中で、
特に注目すべきなのは「共謀の回避」
です。
　ここでは、私たち自身が、無意識
のうちに加害者にならないこと、さ
らには、共犯者にならないことを
提言しています。具体的に言うと、

「コーヒー豆を買うときには一定程
度の労働条件を維持しているところ
から買うことを奨励します。なぜな
らば、それにより、コーヒー農園の
労働者が、人権を回復できること
につながるのです」ということです。
そのような意識をもたずに安いコー
ヒー豆を買うことは、広い意味では
人権侵害の共犯者、加害者になって
いるかもしれないということなので
す。

　今日、企業の常識と会社の常識の
間には、大きなギャップがあります。
そこで、そのギャップを埋めるため
に、企業人は社会の意識の変化を敏
感につかみ、それをつかんだ上で、
意識と判断と行動を変える必要があ
ります。
　ギャップの急拡大は、グローバル
化の急速な進展による社会の意識の
変化に企業の行動が対応できていな
いことと、昔から変わらない、企業
や部門内の仲間意識から引き起こさ
れます。
　ギャップ縮小策の基本は、より風
通しのよい風土・仕組づくりです。
　部門間、企業と社会の間の壁を、
せめて垣根に変えることが重要です。
　社員は、まず社会の意識の変化を
敏感につかみ、それをつかんだ上で、
意識と判断と行動を変える。意識し
た通りに判断できるとは限らず、判
断した通りに行動ができるとも限り
ません。意識を変え、判断を変え、
そして行動まで変える。そして、企
業、会社は仕事の仕組み、経営の仕
組みを変えていく。こういうことが
骨格だろうと思っています。
　今、人権という点で、感じている
ことは二つあります。
　一つは、ご存じの方も多い言葉で
ありますが、金子みすずさんという
詩人が言っている、「みんなちがって、
みんないい」ということを実感して
います。
　二つめに心にしみているのは、命
です。限りある命を生きている人間、
自分を、本当にいとおしく思うと同
様に、限りある命を生きている他の
人たち、家族、いろいろな機会に知
り合う方々も本当にいとおしく思い
ます。以上、CSRと人権について、
ご報告させていただきました。　

個人と企業にとって
大切なこと
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増子良一　MASUKO Ryoichi

イートス　株式会社

Case Study　　事例発表

イートスの取り組みのルーツ
売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方良し」の教えは、
まさに、日本のCSRの原点

イートス株式会社
代表取締役

本　　社　仙台市青葉区本町1-12-12 
ＧＭビルディング4Ｆ

代　表　者　増子良一（ますこりょういち）
創　　立　1992（平成4）年
資　本　金　9,220万円
従業員数　61名
事業内容　ソフトウェア開発･インター

ネット事業･医療事業
ＵＲＬ　　http://www.etos.jp/

　私どもの会社では、10年ほど前
から、当社をよりよくするために始
めた取り組みが、CSRの好例とい
うことで評価され、日本財団が主催
する、「市民が選ぶCSR大賞」にノミ
ネートされました。
　そもそも、当社のこの取り組みは、
自らの会社が良くなることとして始
めました。会社が良くなるというこ
とは、お客様にとっても、私たちに
とっても、社会にとっても良くなる
と願って始めたことでした。

　CSRのことを、近江商人の「三方
良し」に通じると言った方がいます
が、近江国外での行商を本務とした
近江商人は、地縁や血縁もないとこ
ろに得意先を開拓し、信用という目
に見えない財産を築いていかなけれ
ばならなかったので、一回きりの売
り込みではなく、売り手と買い手の
当事者同士はもちろん、その取り引
きが、社会全体の幸福につながるも
のでないと、何度も取り引きしてい
ただけないと考えられていました。
　そういった考え方が、売り手よし、
買い手よし、世間よしの「三方良し」
の教えで、当事者だけでなく、世間
のためにもなるものでなければなら
ないことを強調し、現代の企業の
CSRに通じると言われているゆえ
んです。

　当社では、「自らの専攻や将来の
キャリアに関連した就業体験を行
いたい」という学生の皆さんをイン

ターンシップ生として積極的に受け
入れ、学生の皆さんに実践の場（プ
ログラムの構築、プレゼンテーショ
ン、商談など）を体験していただき、
社会観や職業観、就労意識を高めて
いただいています。
　インターンシップを受け入れると
いうことにより、学生の皆さんには
業種や職種と自分自身との適合性を
確認してもらうことができ、また、
当社としては学生の皆さんを指導す
ることで自らの成長を促すことがで
きるという、実りの多い事業だと考
えています。
　最近は、海外からのインターン
シップ生や、１年以上の長期イン
ターンシップ生も受け入れており、
さらにそのまま当社への入社希望者
も出てきており、当社としても非常
に大きな収穫があった事業だと思い
ます。

　エニータウンはいつでもどこでも、
必要な情報が必要な時に見られる地

7

社員も自らの成長を促す
ことができる、
インターンシップ支援事業 町おこしのポータルサイ

ト「エニータウン」の成果

れんらっこファミリブ
　「子育てをもっと楽しく」をコンセプ
トに、家族向けコミュニケーションツー
ルを無料で提供しています。

　日記や写真、スケジュール等を携帯サ
イト上に掲載でき家族で共有できます。
また、コミュニティを作り子供会やクラ
ブ活動などでの連絡事項や情報交換な
どにも活用できます。
　さらに子育て中のママの要望から始
まった「ファミカフェ」というリアルな

コミュニケーションの場も無料で提供
しております。

　「子育て中の不安」などを共有し、解決
できる場を提供して行きたいと考えて
おり、今後は家族で集まれるバーベ
キューなどの開催も予定しています。

成長記録 オリジナル写真集の作成 家族でスケジュールの共有

地元仙台における「等身大の地域貢献」
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域密着型のポータルサイトです。人
が集まり交流することで、地域が活
性化されていく仕組みを作りました。
もともと、町おこしに役立てたいと
いうことで、にぎやかさを演出でき
るサイトづくりを考えました。仙
台ですと、七夕とか「光のページェ
ント」とか、ジャズフェスティバル
などが開催されていますが、人が集
まってにぎやかになると、イベント
も街も活性化します。それと同じこ
とを、店舗や企業を対象にできない
かと作ったのが、エニータウンです。
　ホームページ1ページ分を無料に
したり、携帯端末へのお得な情報
メールを無料配信したり、レポー
ターによるお店紹介の記事も掲載し
ています。

　「れんらっこ」は、企業の方々にス
ポンサーになっていただき、クリス
マス、節分などの幼稚園・保育園で
実施される行事やイベントを無料で

企画、お手伝いし、一方で、連絡網
や災害情報などのメールを一斉配信
しています。
　また、「子育てをもっと楽しく」を
コンセプトに、家族向けコミュニ
ケーションツール「れんらっこファ
ミリブ」を無料で提供しています。
日記や写真、スケジュール等を携帯
サイト上に掲載でき、家族で共有で
きます。また、コミュニティを作り、
子ども会やクラブ活動などでの連絡
事項や情報交換などにも活用してい
ただけます。

　地域スポーツ文化振興へのサポー
トということで、社内自動販売機の
売り上げの一部をプロバスケット
チーム「仙台89ers」の選手強化費と
して寄付しています。
　また、この社内自動販売機を通
じて、１本につき10円を「せんだ
い・みやぎNPOセンター」を通じて
NPO団体に寄付する活動を行って
います。

　このような取り組みを通じて、何
が一番の収穫になったかというと、
社員が自らの会社や自分に対して自
信を持つようになったということが、
非常に大きいと思っています。
　先日も、CO2排出量報告義務に役
立つソフトを、社員が自発的に開発
し、仙台市に申請、仙台市の「エコ
にこオフィス」の認定を受けました
　当社に来られた方は、みなさん非
常に明るい会社だとおっしゃってく
ださり、入社希望者も非常に多く
なってきました。
　特にCSRということを意識した
わけではなく、自分たちが良くなる
ためにと始めた取り組みを、私たち
が考えている以上に高く評価してい
ただいた結果、周囲からの評価によ
り私どもの評判も上がり、最高の結
果を出せたという事例です。今後も、
地域を意識し、地域とともに、これ
らの、等身大の活動を続けていきた
いと考えています。　

れんらっこイベント代行、
れんらっこファミリブの
成果

地域スポーツ文化振興へ
のサポート

　エニータウンはいつでもどこでも、必
要な情報が必要な時に見られる！！を
目指した地域密着型のポータルサイト
です。
　エニータウンのテーマは「地域興し」
人が集まり交流することで、地域が活性
化されていく仕組み作りをしています。

●エニータウンでの店舗、団体紹介の
ページを作成。

　⇒ホームページ１ページ分（画像付）
を無料で作成。

●ケータイへのメールマガジンお得な
情報メール配信システムの提供。

　⇒活用方法のご提案。マニュアル、操
作説明とアフターフォローまで無料
で行っています。

　もちろんシステムの使用も無料。
　ご希望があれば、会員登録用の媒体、
資料の作成も無料で行っています。

●ショップレポートでの紹介ページを作
成

　⇒イートススタッフが店舗を訪問し、
その様子をレポートします。

　第３者の目からみた店舗紹介という
こともしています。

　クリスマス、節分などの幼稚園・保育
園で実施される行事やイベントを無料
でお手伝いし、一緒に子供たちを盛り上
げる企画を開催しています。
　これまでに実施したイベントは

「サンタが子どもに会いに来る’06」
（06.12.25）
「エニレンジャーと一緒に鬼退治’07」
（07.2.2）

「よいこの味方！
エニレンジャーショー’07」（07.7.28）
「サンタが子どもに会いに来る’07」
（07.12.12）
「エニレンジャーと一緒に鬼退治’08」
（08.2.1）

【メディア紹介履歴】
TBC「イブニングニュース」
TBC「TBCニュース」
仙台放送「スーパーニュース」
東日本放送
「スーパーJチャンネルみやぎ」
河北新報　朝刊
仙台市主催「web2.0CreativeForum」

®

エニータウン

れんらっこ　イベント代行
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大谷勝彦　OHTANI Katsuhiko

株式会社大谷　

Case Study　　事例発表

お客様に喜びと満足を、社員には利益を、
幸福と社会福祉に貢献できる企業を目指す、
当たり前の障害者雇用を

株式会社大谷
代表取締役

本　　社　新潟県新潟市江南区亀田工
業団地1-3-5

代　表　者　大谷勝彦（おおたにかつひこ）
創　　立　1951（昭和26）年
資　本　金　1億円
従業員数　543名
 （男子33・女子36・パートナー 474）

事業内容 印章・印刷・ゴム印・シャ
チハタ

ＵＲＬ　　http://www.p-otani.co.jp/

　当社は、はんこ、印章の製造販売
というものを生業にしています。北
は、北海道・旭川から、南は、九州・
鹿児島まで、全国に135の直営店が
あります。また、1960年代の創業
当初から障害のある人の雇用を続け
ていたことを評価していただき、労
働大臣賞や日本経済新聞社の地域活
性化貢献事業賞などを受賞してきま
した。
　弊社の障害ある人の雇用の動機と
雇用の現状、弊社の経営理念と現在
の社会貢献状況、そしてこれからの
ビジョンと企業責任についてご紹介
します。

　1960（昭和35）年に身体障害者
雇用促進法が制定され、1976（昭
和51）年に改正され、一般の企業は、

常用労働者として全常用労働者の
1.8パーセント以上の身体に障害の
ある人を雇用していなければならな
いという法律ができました。しかし、
1970年代は、高度経済成長期とい
うこともあり、多くの企業は、障害
のある人を雇用するよりも、雇わな
いことに対する納付金を納めたほう
がいいという風潮から、身体に障害
のある人は就職の場が少ない時代で
した。
　現在は、大企業の特例子会社が非
常に多く設立され、障害のある人の
大企業の雇用率というのが非常に高
まっています。これは、大企業の
CSRというのが、定着をしてきてい
るという証でしょう。
　しかし、40 ～ 50年前は、障害
を持って生まれますと就職のことを
案じ、手に職をつけて備えました。
時計やラジオの修理、和裁や洋裁、
印章彫刻のように座ってできる職場
で大勢の障害のある人が働きました。
私自身も、盛岡の銀章堂という印章
店で修行をしましたが、ここの経営
者も障害があり、私と同様に技術を
学んだ先輩の中にも、障害のある人
がたくさんいました。
　私は、1966（昭和41）年に独立を
し、雇用に際しては障害の有無に関
係なく雇用してきましたが、当社に
おいては、障害のある人の雇用は、
CSRというよりも障害のある人を
受け入れやすい職業であったという
ことが、一番の理由です。

　また、二番目の理由としては、実
は私自身も難病を持っており、長い
間苦しんでいますので、そのことが、
障害のある人の雇用の二次的な理由
になっていると思います。

　弊社の経営理念を振り返ってみま
す。会社というのは、社員の物心両
面の幸せを実現する場であるという
こと、企業市民として社会貢献をし
ていくという２つの意義、生きがい
と働きがいを持っています。社長の
給料も皆さんの給料もすべてお客様
の満足料です。会社は、利益を上げ
ることが目的ではなく、お客様の満
足の結果として、満足料として利益
を与えられるという考え方を、繰り
返し、繰り返し社員に訴えておりま
す。

8

障害者雇用の動機

お客様・自分・社会に
喜びと満足を与えられる
企業を目指して

障害者雇用で恩返し

彫刻準備作業
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　二つ目は、働きがいのある職場づ
くりと社員の幸福を目指そうという
ことです。社員の幸福とは、いった
いどういうことなのか。働きがいと
いうのは、どういうことなのか。不
幸と感じるときは、どういうときな
のかということを、絶えずディス
カッションをします。働くことの目
的や意義を絶えず社員に教育してい
ます。
　三つ目に、社会福祉に貢献をする
集団を作るということです。最初は、
障害のある人を大勢雇用するという
ことから始まりましたが、途中から
ボランティア委員会というのを作り、
外に向けた社会貢献活動をしてきま
した。障害のある人の中には、社会
に出たての頃は、まさに温室から外
に出てくるようなもので、人間関係
や社会経験に不慣れな部分がある人
も多いことが分かりました。具体的
には、与える喜びが分からなければ、
与えられても喜びにならないという
ことに気付いたのです。これは障害
のある人に限らず現代の若者にもそ
のような傾向がありますので、私ど
もは一人でも多くの人に喜んでいた
だくことをしようということで、ボ
ランティア活動を始めました。
　具体的には、新潟県内に1,000人
の海外からの留学生がおり、そのう
ちの800人が私費の留学生です。新
潟県内にある12大学のうち11大学
に申し出をし、彼らの印鑑を無料で
作らせていただきました。日本へ来

ると、留学生といえども印鑑が必要
です。そこで、弊社の営業マンや宅
配便でお届けするのではなく、ボラ
ンティア委員会の人たちが、小さい
子どもさんがいる人は子どもさんも
連れて、直接本人に手渡しするよう
に指示しています。こうすることに
より、相手が喜んでくれる状況とい
うのは、どのような時で、どのよう
な喜び方をするのかということが親
から子への教育も含めてできるので
す。そのようなことも含めて、社会
福祉に貢献をする集団を作ろうと励
んでいます。

　現在、私は、障害のある人が働き、
生活するための福祉施設を作りたい
と考えます。既に、ゴルフ場を一つ
買い、計画を立てているのですが、
新潟県障害福祉課に行きましたとこ
ろ、障害者自立支援法ができ、今後
は障害者を収容化する施設は必要な
いとのことで、障害のある人が働け
る施設だったら運営費は出してくだ
さるとのことでした。
　私は、以前、障害のある従業員の
家庭訪問をしていた際、お宅に行く

と、必ず話題に上る問題は、親亡き
後の残された障害のある方々に対す
る、親御さんの心配でした。そこで、
親御さんの心配が、少しでも軽減す
るような、障害のある人のための福
祉施設を作りたいと思っています。
　すでに、新潟県阿賀野市に、約
10万坪の牧場・農場を経営できる
ようなゴルフ場を買ってあります。
いかにして、障害のある人に多くの
給料を払える仕事を作り出せるか、
いかにして、親御さんの心配を解消
できるか調査・計画中です。
　また、知的障害や精神障害のある
人の就労問題とあわせまして、今後
の課題とし、企業活動に邁進してい
きます。　

障害者が働き、
生活する場を

印影入力作業

部門作業風景
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山本正己　YAMAMOTO Masami

凸版印刷　株式会社

Case Study　　事例発表

「人間尊重」を土台に、“独りよがりに
ならないCSR”の推進

ステークホルダーの意見・指摘、期待、要望を
CSRのマネジメントサイクルに組み込んで推進

凸版印刷株式会社
法務本部CSR推進室長

本　　社　東京都千代田区神田和泉町1番地
代　表　者　足立直樹（あだちなおき）
創　　立　1900（明治33）年
資　本　金　1,049億8,600万円
従業員数　11,548名
事業内容 「印刷」で培ってきたノウハ

ウを活かした証券・カード、
商業印刷、出版印刷、パッ
ケージ、高機能部材、建装
材、ディスプレイ関連、半
導体関連の8部門で多彩な
事業を展開

ＵＲＬ　　http://www.toppan.co.jp

　当社は、創業が1900（明治33）年、
売上高が１兆6,000億、社員数が約
３万8,600人、関係会社176社、本
社は東京の秋葉原にあります。事業
領域は、すでに電子化され紙の印刷
物はなくなってしまった株券や有価
証券の印刷をスタートにして立ち上
がり、ポスター、カレンダー、カタ
ログ、店頭POPといったような商
業印刷物、書籍、雑誌といった出版

印刷部門の情報ネットワーク系、家
庭用品のパッケージ、木目、壁紙等
の建装材部門などの生活環境系、半
導体の製造に使われるフォトマスク
製造事業や、液晶カラーテレビ用カ
ラーフィルターなどのエレクトロニ
クス関連部品を扱う事業も展開して
います。売上高では、よくご存じの
印刷という部分は約56パーセント、
残りを生活環境系とエレクトロニク
ス系で分け合っています。

　当社のCSRの原点は、100周年
記念の際に策定された「TOPPAN 
VISION  21」です。当社の企業像に
は「企業理念」、「経営信条」、「行動指
針」とありますが、この企業像を実
現することがトッパンのCSRであ
るとして推進しています。
　「企業の社会的責任」は、ステーク
ホルダーに対して果たすべき責任と
言い換えることができます。
　トッパンは、そのステークホル
ダーの意見･指摘、期待・要望を聴

き取り、それをCSRのPDCA【Plan
（計画）,Do（実行）,Check（評価）,Act
（改善）】サイクルに取り込み、中期
経営計画にビルト・インすることで、

“独りよがりにならないCSR”を目
指しています。
　これまでに、株主・投資家や、環
境NPOの代表、お客さま企業の環
境担当部長、元国連広報センター
長、経済産業省参事官、またユニ
バーサルデザイン関連NPOの代表
など、多種多様なステークホルダー
からトッパンのCSRのあり方や、次
年度の取り組みの方向性などについ
て意見をいただき、またトッパンの
CSRに望むものを伺ってきました。

　「行動指針」はいわば当社の「CSR
行動憲章」です。私どもは、この

「行動指針」第1章の第1項に「基本的
人権を尊重する」とうたっています。
また第2章には、第3節、第4節に児
童労働、強制労働の禁止、不当な差
別行為をしない、セクハラ・パワハ

CSRとは、企業がステー
クホルダーに果たすべき
責任

本 業 とCSRで 世 界 中 の
様々な状況の人々にサー
ビスを提供

9

2004　
座談会
「トッパンに期待するCSR」

2007  
ステークホルダーダイアログ
「ユニバーサルデザインな社会をめざして」

2008
 「CSR推進研究会」

2006　
ステークホルダーダイアログ
「トッパンのCSR
～情報・文化の担い手として」

トッパンのCSRの基本的な考え方 トッパンでは、これまでも、そして、これからもステークホルダーの意見・
指摘、期待・要望を取り込み、独りよがりにならないCSRを進めます。
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ラをしない、内部通報制度を利用し
て問題提起したものを保護する、と
いった指針を具体的に示しています。
人権に関するしっかりとした考え方
を持たせ、この「行動指針」を社員に
浸透させていくには、従業員に常に
意識を持たせながら、「行動指針」浸
透のPDCAサイクルをまわすことが
欠かせません。
　次に当社の「ユニバーサルデザイ
ン」について説明します。印刷表現
におけるユニバーサルデザイン化は、
トッパンにとってはいわば本業にお
けるCSRの推進であると認識して
います。「トッパンユニバーサルデザ
イン６原則」に則って、様々な人々
の、身体知覚特性に配慮した、ユニ
バーサルデザインを提案しています。
　当社は、企業理念にある「情報・
文化の担い手として」創業して以来、
教育に深く関わってきました。そこ
で、「識字率の向上」というキーワー
ドのもと、教育支援を目的とした
チャリティーイベントを開催し、寄
付を行うことを企画しました。たま
たま、私どもは東京に小さな音楽専
用ホールを持っておりましたので、
ここでチャリティーコンサートを開

催し、チケットの収入から出演者の
出演料を差し引いた金額を寄付させ
ていただき、難民キャンプの子ども
たちの教材、また、教員の養成、障
害のある子どもたちの就学支援とい
うものに利用いただきました。

　今後CSRが国際規格化、即ちISO
化 さ れ ま す。2010（平 成22）年 の
秋の発行を目指して国際的に議論
されていますが、ISO26000と呼
ば れ る「社 会 的 責 任（SR）規 格」は、
ISO9000シリーズやISO14000で
必要な、いわゆる第三者認証を必要
としない「ガイダンス」として発行さ
れる方向です。このISO26000の
中で「人権」については、原則、並び
に、中核課題の双方に盛り込まれて
おりますが、両方に盛り込まれてい
る項目は、ほかに例がありません。
　この「人権」の「差別および社会的
弱者」という項目には、「組織はいか
なる根拠に基づいても、いかなる人
物も差別しないことを確実にするた
めに、注意を払うことが望ましい。
これは組織が、何らかの接触または

影響力を持つ従業員、ビジネスパー
トナー、顧客、ステークホルダー（利
害関係者）、組織及びあらゆる人物
を含む。」とあります。ここで重要な
のは、ビジネスパートナーにもお願
いしていくということです。
　トッパンは2007（平成19）年の５
月にCSR調達の取り組みを開始し
ました。CSR調達、なかなか聞き慣
れない言葉だと思いますので、簡単
にご説明しますと、今までは、品質、
価格、供給、これが調達基準になっ
ていましたが、それに有害物質が含
有されないように管理するグリーン
調達といったものが、加わってきま
した。CSR調達と申しますのは、更
に法令遵守、人権、労働などのマネ
ジメント、そしてこの実績というも
のが基準として求められる調達のこ
とを指します。トッパンは、調達先
の皆さま方に８分野、20の項目の
遵守をお願いしています。本当に遵
守されているかどうか、これを確認
していかないと、先ほど申し上げた
ISO26000に準拠できないという
ことになります。これが、私どもの
今後の大きな課題だと考えています。

CSRのサプライチェーン
展開

具体的な取り組み 1） 人間尊重　

２） 「行動指針」の浸透

３） ユニバーサルデザイン　

４） 識字率の向上に向けた取り組み　

今後の課題 CSR調達の概念

＋QCD ＋ 納入品
（ モノ ）

マネジメント
（仕組み）

グリーン調達（環境）

QCD ＋ 納入品
（ モノ ）

マネジメント
（仕組み）

グリーン調達（環境）

QCD
Quality  ： 品質　
Cost  ： 価格　
Delivery ： 供給

法令遵守・人権・労働など
マネジメント
（方針、仕組み、実績）

CSR調達

従来の QCD による調達基準に
加え、

納入品に有害物質などが含有さ
れないよう管理する「グリーン
調達」が求められてきた。

更に法令遵守、人権、労働など
の社会的側面での管理とその実
績が求められるように。

経済的側面

環境的側面

社会的側面
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池田：それでは、パネルディスカッショ
ンに移りたいと思います。会場の皆様方
から、たくさんのご質問を頂いています。
順番にご回答いただこうと思います。は
じめに、私あてに頂きましたご質問に回
答したいと思います。「近年多発する企業
不祥事の背景として、日本的な企業風土
の特質や社会的価値観のグローバル化に
より、企業に求められているものがより
厳しくなっているということが、よく分
かりました。経営者から現場の従業員に
至るまでが、共通の認識を持つ必要があ
ると思いますが、そのような組織的な意
識改革は、どのようなプロセスで実現で
きますか」とのご質問です。

　私の見解では二つの方法があると思っ
ています。
　一つは、基本認識、共通認識のところ
をきちんと明文化し、それを教育・研修
の場で、役員から部課長、社員に至るま
で伝える。さらに、それらを繰り返す中
で、今度はそれが実際の仕事の中でくい
違っているところがないかをモニタリン
グをし、実態と共通認識との間のギャッ
プをつかみ、それを改善します。
　もう一つのやり方は、昇格の人事で、
経営陣の本気を見せるという方法です。
経営者が本気で考え認識しているかどう
かを、社員は、経営者の言葉を聞くより
もその背中を見ているので、誰を昇格
させるか、人事や組織改正等で察します。
　実績は上がっていても、決して社会的
に認められないような仕事の進め方を認
めず、問題がある人を経営者が昇格させ
ないことが大事だと考えます。
池田：では次に、イートス様に「社内に
おける人材教育、意識の開発等に関して
具体的な実践のあり方をお話しくださ
い」とのことです。増子さんお願いします。
増子：はい。当社では人材教育というよ
うな具体的なカリキュラムはありません。
ただ、週に一度、朝１時間ほど全員が集
まる、ミーティングの場を設けていま

32 APPROACH

パネルディスカッション　仙台会場

今後はCSRや人権教育がいかに
社内に浸透しているかが問われる

す。このときお互いに絶対無視をしては
いけない、お互いに愛のある対応をしよ
うということを説いています。人は、「自
分を無視されることくらい寂しいことは
ない」と言われています。多分、他人を
無視しないということが理解できること
が「人権」を理解するということなのでは
ないかと思います。また、朝礼というの
は、私だけが話をするのではなくて、毎
回、社員が入れ替わりで話すことにして
います。自分の考え方を人前で１分から
３分くらいで話せる訓練、他人に自らの
意見や気持ちを伝える訓練にもなります。
池田：増子様、ありがとうございました。
では株式会社大谷さんへの質問です。「仕
事と障害のある人とのマッチングがなか
なか難しいので、障害に合わせた仕事の
創出などのアドバイスをいただきたい」
とのことです。
大谷：はい。ご質問された方の職種がわ
からないので、参考になるかどうか分か
りませんが、障害の種類によりそれぞれ
特性があります。例えば、知的障害のあ
る人であれば、同じことを繰り返しやり
続ける能力が健常者以上にある人もいま
す。そういう人には例えば、クリーニン
グ屋さんの仕事にはぴったりな業務があ
ります。朝から晩までホテルのシーツを
両方向からフックに掛けるなど、単純な
作業の繰り返しという面では、知的障害
のある人は非常に優れた能力を発揮しま
す。
　気をつけたいのは、入院・治療して回
復し、退院して職場復帰しても、職場環
境の問題で精神障害が再発してしまう場
合もあるので、職場の環境の配慮が必要
だということです。
池田：大谷様ありがとうございました。
では、凸版印刷様「社員の労働意欲の高
揚の実現につながる具体例をお話しくだ
さい」とのことです。
山本：はい。これはいろいろなやり方が
あろうかと思います。一例を挙げますと
人事考課を行った際には、結果は必ず
フィードバックするようにするといった
ものがあります。当然ながらそれは単に

査定がＡだったＢだったということでは
なくて、こうすればもっといい、ここを
改善していこうという、上司と部下との
コミュニケーションということに重点を
置き、話し合うようにしています。
池田：山本様ありがとうございます。そ
れではイートス様にお伺いします。「今日
の発表を聞くと、イートス様の活動は、
増子さんのリーダーシップによるところ
が大きいと感じましたが、それだけに後
継に対する悩みはありませんでしょう
か」という質問ですがいかがでしょうか。
増子：いろいろな面があり、総合的に考

CSRの取り組みは人事・組織改革に
現れる

池田耕一
立教大学大学院ビジネスデ
ザイン研究科教授

●コーディネーター

増子良一
イートス株式会社
代表取締役

●パネリスト

大谷勝彦
株式会社大谷　代表取締役

山本正己
凸版印刷株式会社　
法務本部　CSR推進室長



SE
N
D
A
I●
SE
M
IN
A
R

SENDAI●SEMINAR

SE
N
D
A
I●
SE
M
IN
A
R

SENDAI●SEMINAR

33APPROACH

えなければなりませんが「働きがいのあ
る会社ナンバー 1になろう」というのが
私どもの会社のスローガンとなっていま
す。
　今、私どもの会社は、次期トップの養
成に関しては思案中です。幸いにも社員
のほうから、積極的な人間が出てきてい
ますので、その人たちに今まで続けてき
たことを踏襲してやってもらおうと思っ
ています。

池田：増子様、ありがとうございました。
続いて凸版印刷様へ「当社としても社員
にビジョンなり、指針を浸透させること
に非常に苦慮しているのですが、内容が
浸透しているということに対してその確
認はどのようにされているのか」という
ご質問です。
山本：はい。私どもではeラーニングを
取り入れており、いわゆる企業理念とい
うものの浸透を図り経営信条といったも
のはどういったものであるかという理解
を促進し、かつそれがどのくらい理解で
きたのかというものにつきましてはアン
ケートを実施して、効果測定を行ってい
ます。
　また行動指針については、行動指針推
進リーダーの研修等を行っています。こ
の研修の最後に、自分を含めてどのくら
いこの行動指針というものが浸透してい
るのか、自分の上司はコンプライアンス
に対してどのくらいきちんと取り組んで
いると思うかといったアンケートを実施
しています。またこういった企業理念と
か経営信条については、例えば広報本部
が社内広報を行うときに、「この間の社内
報を読んだか、そこに企業理念が書かれ
ていたが、何か考えたことがあったか」
といった定性的な情報も吸い上げながら、
企業理念の浸透を推進している部門に
フィードバックしていくといったような
地道なことをやっています。
池田：山本様、ありがとうございました。
それでは続きましてイートス様に「特に
中小企業にとって、専門部署の設置等は
困難である場合もありますが、中小企業
が本業を生かしながらCSRに取り組む
上でのアドバイスをいだだければ」とい

うご質問です。イートス様お願いします。
増子：はい。わが社のCSRについては先
ほどお話しさせていただきましたが、エ
コ関係のもの以外は自分たちの技術でで
きるものなのです。ですから、自分たち
が得意なもので、役に立つというよりも
自分たちが良くなるためにはどうしたら
いいかというのが、わたしの考え方なの
ですが、会社も社員も地域も良くなるた
めにはどうしたらいいかということを考
えて、しかも自分のところの得意な技術
を使ってやれば、長続きすると思います。
長続きするというところが、わたしはも
のすごく大切なのではないかと思います。
また、社員から出てきたものをうまく活
用するということを前面に打ち出し、社
員の意欲を高めるように心がけています。
池田：増子様ありがとうございました。
大谷様に具体的な質問です。「障害のある
人に働きがいを持ってもらうのに一番必
要なものは何でしょうか」ということで
す。お願いします。

大谷：はい。障害のある人だけではなく、
企業が人を雇用するというのは、経営の
一環であるわけですから、利益に結びつ
かない雇用というのはあり得ないと思っ
ています。従って、同情や哀れみで雇用
はできないし、してはいけない。これは
厳しい経営環境の中では当然だと考えま
す。ですから、障害の有無にかかわらず
仕事に甘えは禁物であるのと同様に、障
害のある人が自分の障害に甘えないよう

に強い気持ちが必要だと思っています。
池田：大谷様ありがとうございます。で
は、次に、「人権教育の今後の課題をお話
しください」とのご質問です。凸版印刷
様お願いします。
山本：はい。私どものほうは、社内、社
員に対する教育というのは、先ほど申し
上げたような形でやらせていただいてま
すが、今後CSR調達を進めていく上で、
課題となるのは、発注する側の意識の問
題かと思っています。サプライヤーの皆
さま方に、CSR調達をお願いするに当
たっては、発注する側自体がきちっと取
り組んでいなければ話にならないのです。
そういう意味で、もう一度、サプライヤー
の皆様方と発注部門の社員が、基本的人
権とは何なのかということを理解できる
かどうか、理解させられるかどうか、こ
れらのことが、私どもにとっての課題だ
と感じています。

池田：山本様、ありがとうございました。
本日３社の方から、CSRの実践的な重要
なお話と、それぞれの事業とそれぞれの
CSRの取り組みをどのようにリンクさ
せるかという極めて大事な話を伺うこと
ができました。
　何よりも、企業のCSR、人権教育・啓
発の取り組みに大切なのは、「人」「人間の
志」だということを、強く感じさせてい
ただきました。私自身、本当に勉強にな
りました。これにて、パネルディスカッ
ションを終わらせていただきます。あり
がとうございました。　

企業理念の浸透を経営に
フィードバック

障害の有無にかかわらず仕事に
甘えは許されない
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平成19年度版　　　　　
コーディネーター・基調講演

（大阪会場/東京会場）
水尾順一
東京工業大学特任教授、駿河台大学教授・経済研
究所長、経営学博士、CSRイニシアチブ委員会代
表

 事例発表
●社員相互の信頼を築いてCSRを推進
 日新電機株式会社
●地域を守るタクシー
 両備タクシーセンター
●人権尊重のリーダーカンパニーへ
 マツダ株式会社
●ステークホルダー全員に笑顔を
 株式会社ファンケル
●障害者と共に働き、共に成長を
 株式会社中西
●目指すは社会、企業、社員のWin-Win-Win
 大日本印刷株式会社

平成18年度版（在庫なし）　　　　　
コーディネーター

水尾順一
東京工業大学特任教授、駿河台大学教授・経済研
究所長、経営学博士、CSRイニシアチブ委員会代
表

田中宏司
立教大学経済学部客員研究員、経済産業省・日本
規格協会「ISO/SR国内対応委員会」委員

谷本寛治
一橋大学大学院商学研究科教授

 事例発表
●「ありがとう」のあふれる社会を目指して
 オザキエンタープライズ株式会社
●「我が信条」に基づく経営
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー
●社会から必要とされる企業であり続けるために
 東陶機器株式会社
●「人」が基本の経営
 クロイ電機株式会社
●大和証券グループのCSR経営
 株式会社大和証券グループ本社
●ユニ・チャームのCSR推進
 ユニ・チャーム株式会社
●帝人グループのCSRとコンプライアンス・企業倫理
 帝人株式会社
●企業の社会的責任（CSR）と人権 〜 NECの取り組み〜
 日本電気株式会社（NEC）
●人づくりは企業ができる最高の社会貢献
 南富士産業株式会社

Pamphlet

Voice

過去のセミナー
概要パンフレット

セミナー参加者の声

●CSRをすすめると、会社の環境、利益にも
つながり、企業が豊かに業績を伸ばしてい
くことができる。思いを新たにした。

●「企業と人権」考えたこともなかったが、良
い機会となった。

●事例発表は三者三様で良かった。
●当社でもCSRの取り組みを重要視しているが、具体的に何

をすべきか明文化されておらず、本日の事例が非常に参考
になった。

●これからの会社はCSRを十分内容討議することが必然と感
じた。

●人材も多人種に渡って行くと思うので、人権も啓発推進も
検討しなくてはならないと思う。

●人権問題について、どういったことをすべきか分からなかっ
たが、今回分かった。

●各企業の真剣な取り組みが分かって参考になった。

●CSRと人権について分かりやすくまとめら
れた基調講演だった。障害者雇用について
も弊社も議題として取り組みだしたところ
で、大変参考になった。

●意識の高い企業の取り組み事例を直接聞くことができ、大
いに参考になった。

●各社それぞれ真しに取り組んでいることを知り、感銘を受
けた。

●自社の取り組みに生かして生きたいと思う。
●全ては想いから始まる、その重要さと言葉の重みを再認識

できたセミナーでした。
●企業が社会に何を返していけるかという発想で活動してい

る企業のあることに感銘を受けた。
●立派なお題目を揚げている企業は多いが、企業の名を高め

るだけでなく、真に社会のため、弱者のために地道な取り
組みを行っている企業の存在を知り、尊敬の念を覚えた。
自社もそのようになりたいという気持ちになった。

●人権を企業内に浸透させるためには、トップのメッセージ
が非常に大切であることを再認識した。

名古屋
NAGOYA

大　阪
OSAKA

セミナー終了後、参加者の皆様にお答えいただいたアンケートの一部をご紹介します。

すべて中小企業庁ホームページからダウンロードできます。（裏表紙参照）
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平成17年度版（在庫なし）　　　　　
コーディネーター

梅田　徹
麗澤大学外国語学部教授、麗澤大学企業
倫理研究センター副センター長

水尾順一
駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科教
授・博士（経営学）、立教大学大学院・専修大学兼
任講師、駿河台大学企画広報委員長、資生堂社友、
CSRイニシアチブ委員会代表

 事例発表
●CSRを通じた企業と社会の対話
 イオン株式会社
●顧客のニーズを知る
 〜ユニバーサルデザインタクシー導入で見えてきたこと〜
 肥後タクシー有限会社
●できることからはじめていく ユニクロの社会貢献への取り組み
 〜ひとりの元気がみんなのやる気につながる障害者雇用〜
 株式会社ユニクロ
●地域社会から信頼される企業づくりをめざして
 株式会社アイワード
●ベネッセコーポレーションのCSR（企業の社会的責任）と人権
 株式会社ベネッセコーポレーション
●企業の社会的責任と人権 〜リコーの取り組み〜
 株式会社リコー

平成16年度版（在庫なし）　
コーディネーター

水尾順一
駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科教授・
博士（経営学）、駿河台大学企画広報委員長、立教
大学大学院兼任講師、専修大学兼任講師、資生堂
社友

田中宏司
立教大学大学院経済学研究科教授、ISO ／ SRI国
内対応委員会委員

 事例発表
●自ら考え、行動する人づくり
　 〜損保ジャパンのCSRの考え方〜
 株式会社損害保険ジャパン
●社員教育（体験教育）」
 七福醸造株式会社
●松下電器のCSRへの取組み
 松下電器産業株式会社
●企業の社会的責任としての女性活躍支援
 〜ニチレイの取り組み〜
 株式会社ニチレイ
●海外難民眼鏡寄贈活動
 株式会社富士メガネ
●資生堂の人権啓発活動進
 株式会社資生堂

すべて中小企業庁ホームページからダウンロードできます。（裏表紙参照）

●CSRを自ら取り組み、成功を収めている経
営トップの方々から直接話が聴けて大変参
考になった。

●CSRにこれだけ積極的に取り組んでいた企
業があったことに勇気づけられた。

●他企業の実例を知る事ができ、勉強になった。
●CSRはとても重要だと認識してはいるが、本業の側面その

ものだと言われ、自社の取り組みはそこまで至っていない
と思う。気持ちを行動に移す。変えなければと感じた。

●CSRのいろいろな取り組みが、人を大切にする「人権尊重」
だということが理解出来た。

●「自分達の会社を良くするために始めた事が、たまたまCSR
につながった」ということに非常に感銘した。

●活発で諸々の質問がなされ、講師も真剣に答えてくれて本
当に良かったと思う。参考になった。

　この冊子でご紹介した、平成20年度「企
業の社会的責任と人権」セミナーには、名
古屋、大阪、仙台の3会場とも、企業や行
政、NPO・NGOの関係者をはじめ、多く

の方々にご参加いただきました。
　経済産業省中小企業庁・財団法人人権教育啓発推進セ
ンターでは、今後も企業の人権啓発の取り組みや、CSR
を考えていくための、さまざまなセミナーやイベント
活動を行う予定です。これからも皆様の積極的なご参加、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。

仙　台
SENDAI

　

平成20年度「企業の社会的責任と人権」セミナー
主催：経済産業省中小企業庁・財団法人人権教育啓発推進センター
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財団法人　人権教育啓発推進センター
http://www.jinken.or.jp

APPROACH
人 と 共 に 生 き る 企 業 で あ る た め に

APPROACH
人 と 共 に 生 き る 企 業 で あ る た め に

名古屋
NAGOYA

大　阪
OSAKA

仙　台
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このパンフレットは、2008年（平成20年）～2009年（平成21年）に名古屋、大阪、
仙台で開催した「企業の社会的責任と人権」セミナーを元に作成したものです。

日　時／2008年11月26日（水）13：20～17：00
会　場／名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）
基調講演
CSRの考え方と「企業と人権」
梅田徹
事例発表①
ケータイ事業の本業をふまえた社会貢献活動と人権啓発
株式会社NTTドコモ　東海支社
事例発表②
社員一人ひとりに根付く、真のCRSを目指して
株式会社デンソー
事例発表③
企業における多文化共生活動
ヤマハ発動機株式会社　IMカンパニー
パネルディスカッション

日　時／2008年12月17日（水）13：20～17：00
会　場／ドーンセンター（大阪府大阪市）
基調講演
CSRと人権で会社が変わる
田中宏司
事例発表①
すべては、女性のため…から始まりました
エイボン・プロダクツ株式会社
事例発表②
障害者雇用と人権啓発の取り組み
オムロン株式会社
事例発表③
家庭との両立支援への取り組み
株式会社プロアシスト
パネルディスカッション

日　時／2009年1月20日（火）13：00～16：40
会　場／メルパルク仙台（宮城県仙台市）
基調講演
CSRの考え方と「企業と人権」
池田耕一
事例発表①
地元仙台における「等身大の地域貢献」
イートス株式会社
事例発表②
障害者雇用で恩返し
株式会社大谷
事例発表③
「人間尊重」を土台に、“独りよがりにならないCSR”の推進
凸版印刷株式会社
パネルディスカッション

経済産業省中小企業庁では、関連する資料をホームページで公開しています。
中小企業庁　人権啓発支援事業に係るパンフレットのページ
http://www.chusho.meti.go.jp/soudan/jinken_pamf/index.htm
中小企業庁　出版物一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html

経済産業省中小企業庁委託事業
発行　財団法人人権教育啓発推進センター
　　　〒105-0012　東京都港区芝大門二丁目10番12号KDX芝大門ビル4F
　　　TEL.03-5777-1802（代表）　FAX.03-5777-1803
　　　http://www.jinken.or.jp
※この冊子に関してお気づきの点がございましたら、発行元までご連絡ください。

「企業の社会的責任と人権」セミナー概要「企業の社会的責任と人権」セミナー概要
平成20年度

経済産業省中小企業庁委託

表紙に使われているイラスト（バック絵）はアートビリティに登録されている、徳岡麻美子さんの作品です。http://www.artbility.com

2009年12月発行


